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三
.田
.學
會
雜
誌
笫
五
十
卷,

，
第

：
三

號

旨
の
展
開
が
不
充
分
な
點
は
先
學
の
方
々
.の
御
敎
示
を
得
て
今
後
改
稿
の
機
を

.

.ま
ち
た
い
.0
/ 

. 

, 

V 

^

IS
T)

：
前
揭
拙
稿：「

年
貢
に
づ
い
て」

及
び「

新
開
i
A
w
Jに
お
い
て
、

:■旣

耕

地

，
に

對

す

る

.新
開
分
の
增
加
率
と
、
こ
筆
當
り
の
地
積
、

一
人
當
り
の 

.;
地
稹
が
限
界
點
に
達
し
た
.の
.は
明
曆
期
で
あ
.る
事
を
述
ベ
来
が
、
此
の
事
は 

.，明
曆
以
前
で
は
農
民
が
族
緣
協
同
態
の
枠
內
で
は「

ホ
立
の
公
的
年
貢
負
賸 

者
と
し
て
認
め
ら
れ
て
ゐ
な
か
'っ
た
と
し
て
も(

寬
永
十
七
年
檢
地
帳
と

名 

.
寄
帳
の
分
析
に
基
づ
く)

、
い
.は
ゆ
る「

し
ん
が
.い」

「

ほ
.ま
ち
.

」

と
い
ふ
か 

た
ち
で
自
己
保
貧
の
開
懇
地
を
增
加
し
得
た
事
を
蒿
味
し
.
.て
ゐ
る
。
そ
れ 

:

故
、
寬
永
十
七
年
、
萬
治
ニ
年
の
名
寄
帳
に
お
い
て
、
公
的
年
貢
負
擔
者
と 

し
て
登
錄
さ
れ
た
も
の
>
保
有
耕
地
の
ぅ
ち
、
新
開
分
の
.比
重
が
大
き
か
っ 

，
た
の
で
あ
り
、
農
民
が
自
立
す
る
過
程
で
、
本
家
か
ら
の
.分
與
地
の
.ほ
.か
に 

「

新
開」

を
自
己
の
經
濟
的
な
基
盤
と
し
た
事
を
物
語
っ
て
ゐ
る
。
と
こ
ろ 

が
明
曆
期
を
す
ぎ
る
と
、
耕
地
の
增
加
と
莉
敷
採
取
の
た
-め
の
林
野
用
益
の
.

■
間
の
矛
盾
が
激
化
し
、
自
由
な
新
開
は
村
落
共
同
體
の
再
生
產
を
お
び
や
：か 

す
も
の
と
し
て
制
限
を
ぅ
け
る
樣
に
_な
る
。
村
落
共
同
體
が
共
同
體
と
し
て 

の
自
己
を
ま
も
ら
ね
ば
な
ら
な
い
段
階
に
至
っ
た
の
で
あ
り
、
.構
成
員
は
族
. 

.
緣
協
同
態
の
成
员
と
し
ズ
家
父
長
的
な
支
配
ょ
り
も
、
村
落
共
同
體
の
仲
間 

と
し
て
の
規
制
に
服
さ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
-o
四
九
頁
に
擧
げ
た
書
貫
帳
沮 

窗
の
如
く
、一

且
分
與
し
た
耕
地
でも

取
か
へ
し
得
る
樣
な
惣
領
の
權
限 

は
延
寶
ニ
年
に
お
し
て
な
ほ-

f-

七
人
の
下
人
下
女
.を
使
用
す
る
家
に
の
み 

行
は
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
此
の
村
の
他
の
家
の
家
父
長
‘的
支
配
は
寬
永
期
に 

.は
も
は
や
解
體
の
途
上
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
族
緣
協
同
態
に
お
け
る
惣
領

五

六

.

(

ニ
〇
四)

‘；

以
外
の
血
緣
者S'

地
准
は
極
め
'て
低
く
、
.貢
祖
負
擔の
公
的
資
格
が
家
父
長 

•
の
手
に
あ
2.
限
り
、
_: 土
地
保
有
=
耕
作
權
は
..權
利
と
し
て
の
擺
さ
を
も
.た 

ず
パ
家
父
長
か
ら
見
れ
ば
自
由
な
汰
地
處
分
が
行
ひ
得
る
し
、
耕
作
者
か
ら 

一

K'

へ'■ば
不
安
定
な
關
係
に'お
か
れ
て
ゐ
石
の
で
あ
る0
か
か
る
段
階
で
は
農 

.民
が
自
立
す
る
爲
に
は
惣
領
か
ら
の
分
與
地
ょ
り
も
、パ
自
己

.の
權
利
を
.固
足 

..
.L
得
る
新
開
の
意
義
が
極
め
て
高
い
も
の
と

 
一D5
C
は
ね
.ば
な
ら
な
い
。
，
こ
の
樣 

.
に一

方
に
は
族
緣
m
同
態
の
解
體
と
自
立
する
農
民
の
經
濟
的
基
礎
め
强
化 

が
行
は
れ
ると

.

同
時
に
、
他
方
村
落
共
同
體
の
成
立
が
見
ら
れ
、
萬
治
ニ
年 

に
.至
っ
て
封
建
領
主
に
對
し
.て
公
的
な
年
貢
負
擔
者
と
し
て
の
認
證
を
求
め 

て
名
寄
帳
が
作
成
さ
れ
、
か
.っ
村
豸
ヰ
同
體
內
に
お
け
る
年
貢
負
擔
を
明
確 

な
ら
し
め
る
事
に
な.っ
た
の
で
.あ
る
-°
萬
治
ニ
年
の
名
寄
帳
と
割
付
帳
の
人 

數
の
喰
違
ひ
.は
、
い
ま
だ
名
寄
帳
登
載
者
と
し
て
は
無
理
で
あ
っ
て
も
年
貢 

.負
擔
に
は
耐
へ
得
る
下
人
的
農
民
の
存
在
を
意
味
し
て
ゐ
る
。
さ
て
乾
治
期 

に
村
落
共
同
體
の
成
員
と
年
貢
負
擔
者
が'一
應
合
致
し
た
わ
け
で
、
ここ
に 

本
百
姓
と
い
.ふ
身
分
が
成
立
し
た
と
云
べ
る
。
萬
治
期
に
は
族
緣
協
同
態
は 

完
全
に
解
-f
t
し
、
'近
世
的
な
農
民
の
家
が
確
立
し
、
家
族
と
下
人

(

譜
代
下 

人
と
い
ふ
ょ
り
も
奉
八
ム
人
的
性
格
が
强
く
な
る

)

の
區
別
が
生
じ
た
の
'で
あ 

る
。
從
，っ
て
萬
治
期
以
後
は
分
家
と
い
ふ
觀
念
で
家
族
成
員
が
分
出
す

る

事 

に
な
る
。.經
濟
的
基
礎
は
家
保
有
地
の
分
割
も
し
く
は

I

貝
得
地
の
分
與
に
限 

ら
れ
、
村
內
の
未
耕
地

=

林
野
の
耕
地
化
は
著
し
く
俾
下
し
、
分
出
し
た
も 

の
が
經
.濟
盼
に
向
上
す
る
事
が
な
い
の
で
あ
る
。
此
の
點
は
鸹
治
丨
元
祿
期 

の
分
割
相
績
の
結
果
と
し
て
、
此
の
村
の
基
本
的
階
層
の
持
高
が
萬
治
期
の 

五
石
以
上
.十
石
未
滿
の
線
か
ら
、
.元
祿
六
年
の
一
石
以
上
五
石
未
滿
へ
低
下 

•
-L
て
ゐ
る
事
か
ら̂

裏
づ
け
る
.事
が
出
來
る
の
で
あ
る
。

ド
ィ
ツ
農
民
戰
爭
の
歷
史
的
意
疆
.(

上)
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.
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■
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.

は

し

が

き

..中
世
ド
イ
ツ
農
民
の
歴
史.に
.お
け
る
最
良
の
時
代
は
十
一
一‘
三

.
四
世
紀
で 

あ
义
と
.い
わ
れ
て
ハ1
紀
が
そ
の
後
十
五.
六
世
紀
に
起
っ
た
變
化
は

H

ル
べ
以 

東
に
お
け
る
再
版
農
奴
制&
①
資

良

容
^
^/
げ
艮
^
㈡̂
呂
！
：
^
:
^
と
エ
ル

ベ
以 

西
に
お
け
る
封
建
的
土
地
所
有
の
朱
解
體
と
い
；ぅ
異
る
結
果
を

も
た
ら
し
た
。
.
 

東
で
は「

上
か
ら
の
資
本
主
義
へ
の
道

」

い
わ
ゆ
る
プ
口
シ
ャ
的
な
道
が
す
さ

ま
. 

じ
く
前
進
し
た
の
に
對し
、
' 西
で
は
農
民
的
土
地
所
有
の
確
立
を
前
提
と
す
る 

「

下
か
ら
の
資
本
主
義
へ
の
道

」

は
十
九
世
紀
に
至
る
ま
で
に
徐
々
'に
實
現
の 

方
向
に
進
ん
だ
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
.フ
ラ
ン
ス
革
命
と
其
の
後
の
ナ
ボ
レ
オ 

ン
の
征
服
を
契
機
に
、.

「

八
四
八
年
办
革
命
に
至
る
ま
で
確
定
的
と
な
ら
な
か 

っ
た
。
東
に
お
け
る
再
版
濃
奴
制
が
明
確
な
封
建
反
鋪

Q

結
果
で
あ
る
な
ら
ば 

西
に
お
け
る
發
展
の
停
滞
性
も
封
建
反
動
の
結
果
で
あ
る
。
十
五
、•
六
世
紀
に 

お
け
る
ド
•イ
ツ
農
民.の
歷
资
に
お
け
る
變
化.の
中
心
點
に
ド
イ
ツ
農
民
戰
维
が 

.
あ
る
。
：十
五
•
六
世
紀
の
ド
イ
ツ.農
民
の
自
生
的
發
展
の
阻
止
は
多
樣
な
性
胳 

を
も
.つ
て
は
い
る
が
、V
Jの
ド
イ
ツ
農
民
の
反
封
建_
爭
の
敗
北
と
深
く
つ
.ら

ド
イ
ツ
農
民
戰
爭
の
歷
史
的
意
義

(

上)

な
っ
て
•い
る
。
そ
の
鬪
い
は
東
に
お
い
て
餘
り
に
も
僅
か
の
反
響
し
か
も
た
な 

か
つ
た
の
で
人
は
東
に
お
け
る
再
版
農
奴
制
_の
成
立
.を
こ
れ
と
結
び
っ
け
て
問- 

題
に
し
な
'い
場
合
が
多
い
。
 

.し
か
し
西
南
ド
イ
ツ
か
ら
中
部
ド
イ
ツ
に
お
け
る 

農
民
戰
爭
の
敗
北
が
封
建
諸
侯
を
中
心
と
す
る
封
建
的
支
痴
を
ひ
き
っ
づ
き
確 

.定
し
た
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
東
に
お
け
る
變
化
は
そ
れ
自
身
の
歷
史
的
條
件
に 

お
い
て
可
能
で
あ
っ
たの
，で
あ
る
が
、「

東
部
で
も
西
部
で
も
起
動
的
要
素4 

な
っ
た
.の
は
大
土
地
所
有
者
の
自
己
の
所
得^,
高
め
ょ
ぅ
と
す
る
努
力
で
あ
っ 

で
は
共
通
で
あ
り
、西
に
お
け
る
封
建
支
^

？
の
勝
利
は
東
に
お
け
る
變 

化
を
容
易
に
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
ド
イ
ツ
に
お
け
る
市
民
社
會
の
成
立

■ 

は
十
九
世
紀
ま
で
ひ
き
の
，ば
さ
れ
た
の
で
.あ
る
0
:こ
こ
に
ア
レ
ク
サ
ソ
ダ
ー• 

フ
ォ
ゾ
•
フ
ン
ボ
ル
ト
の
慨
歎
の
稂
據
が
あ
る
。
.彼
は
い
ぅ「

ド
イ
ツ
史
に
お
け 

る
一
大
缺
陷
は
、
農
民
戰
爭
.の
蓮
動
が
勝
利
を
‘お
さ
め
な
か
つ
た
こ
と
こ
れ
で 

紹
?)
6)

。」

だ
か
ら
：こ
の
時
燃
え
上
っ
た
農
民
戰
爭
の
火
：の
手
こ

「

そ
は
、
ド
イ
ツ
國 

民
の
：進
.む
べ
き
發
展
の
方
向
を
指
し
示
し
：て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
.こ
に
エ
ン
ゲ 

ル
ス
の
次
の
主
張.の
稂
據
が
あ
る
。.
_ぢ「

ド
イ
ツ
の
入
民
も
ま
た
革
命
の
傳 

統
を
も
.つ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
が
他
の
國
々
の
も
つ
と
も
す
ぐ
れ
た
革
命
家
達
と

■五
.七
.

'(

ニ o

 
五
.

)

.



三
田
學
會
雜
誌
第
五
.十
卷
パ
■第
三
號
.

ゆ

う
.に

比

肩

し
.う

^>
;

よ

う

な
.人

物

を

生

み

だ

し

た

時

代

、
ド

イ

，ツ
-.の

人

民

が

、
も
 

し

中

央

集

權

の

國

：で

あ

づ

た

な

ら

ひ
‘
じ

よ

う

に

偉

大

な

る

結

果

を

生

ん

だ

：に

ち
 

が

い

な

い

ほ

ど

の

忍

耐

と

精

カ

と

を

發

揮

し

た

時

代

、
，
ド

イ

ツ

の

農

民

と

平

民

. 

と

が

、-
彼

等

の

子

孫

を

も

お

う

お

う

び

つ

く

り

さ

せ

.る

よ

う

な

思

想

と

計

聲

と
 

を

い

だ

い

て

い

た

時

代

、

そ

う.い

う

時

代

が

あ

つ

た

の

で

あ

る

9
」

こ

の

よ

う
. 

な

歴

史

的

意

義

を

も

っ

農

民

戰

■

の

擔

い

手

と

な

つ

た

の

は

い

か

な

る

農

民

で
 

.

.あ

ろ
>
プ
.
か

？

.
ま

た

と

の

よ

う

な

農

民

.戰

爭

の

舞

蠆

が

中

部

ド

イ

ツ

か

ら

西

南
 

ド

イ

ツ

に

か

け

て

で

あ

つ

た

の

は

何

故

：で

あ

る

か

?

こ

こ

で

我

々

は

何

よ

.り 

も

過

去

：の

ド

イ

ツ

農

民

の

歴

史

に

眼

を

向

け

な

く

て

は

.な

ら

な

い

。
：
何

故

な

ら
 

農

民
0.

封

建

制

へ

，
の

抵

抗

の

客

觀

的

基

礎

は

，ゥ

H

丨

バ

ー

の

い

う

如

く「

歴

史
 

的

基

礎

づ

け

を

も

っ

た

經

濟

的

環

境

が

農

民
.に

よ
.る
i

の

相

異

る

結

果

を

決■ 

.
定
.す

る」

と

：こ
.
ろ
'に

あ
..る
.か

ら

で

あ

る

。
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2

丨
 

101
8
.
; R

,
.

 H
,

 

T
a
w
n
e
y
,
.
.

 

T
C
i
i
e

t>
g

^

Q

_a.
PJ
p
 P

r
o
b
l
e
m

 

i
n
.

 

1
:
h(p
H-
g 
け̂

. 

五

八

：

.

(

ニ

〇

六〕

Century, 1912, S. 339- ノ

ト
ゥ- 1

ィ
は
英
國
と
對
比
し
て
ド
ィ
ツ
西
部

の

農

業
Co
.停

滞

性

を
.指

摘

し

，
て

い

る
,0

(

3

)

 

M
.

 

.
M
.
.
s
m
i
r
i
n
,

 

.
.
.
D
e
u
t
s
c
h
l
a
n
d

 

v
o
r

 

d
e
r

 

R
e
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,

 

1
9
5
5
,
.

 

S
.

 

5
0
;

 

F
r
i
e
d
r
i
c
h

 

E
n
g
e
l
s
,

 

D
i
e

 

M
a
r
k
,

 

i
n

 

,
,
Z
u
r

 

D
e
u
-

 

t
s
c
h
e
n

 

G
e
s
c
h
i
c
h

--c
i
-
®
v
s
s
.

 

1
5
2
1
1
5
3
.

(

4

)

ゥ

エ

；
_〕

ハ
丨
'「

.前

揭

書」

ー

一

六

頁

。

(

5
 )

 

G
i
i
n
t
h
e
r

 

F
r
a
n
z
,

 

D
e
r

 

d
e
u
t
s
c
h
e

 

B
a
u
e
s
k
r
i
e
g
,

 

S
.

 

4
8
0
.

 

(

6

)

 

.
E
V
E
n
g
e
l
s
,

 

D
e
r

 

d
e
u
t
s
c
h
e

 

w
a
u
e
r
n
k
r
i
e
g
,

ぼ

,
,
z
,

 

D
.

.:

o

 

s
,

1
00
9
.

大

內

譯

岩

波

版

三

九

頁

。：

.

^ .
7

)

ゥ

ラ

丨
バ
.

-

.

「

前

揭

書

し

ー

ニ
‘
の

頁
，

.

第

I

節

農

民

的

土

地

保

有

の

成

立.

,

.

ン-
-
. 

.

.

.

.

•-

ド

イ

ツ

中

世

封

建

賦

會

に

お

け

る

領

主

と

農

民

の

直

接

的

な

_

關

係

は

グ
. 

.
ル
.
ン

ト

へ

ル

シ

ャ

フ

ト

と

、い

ぅ

生

產

組

織

に

具

體

化

さ

れ

る

。

こ

れ

は

.
フ

ロ

ン 

ホ

！

フ

制

も

し

く

は

ヴ'
.ィ

リ

力
.チ

オ

ン
.と

も

い

わ

れ

る

。
：
こ

の

體

制

は

七
,

八 

世

紀
.に

す

で

に

成

立

し

、

九

，
，

十
：：

.

十

--
-

世

紀

に

か

け

て

そ

の

整

備

が

行

わ

，れ
 

た

。

こ

の

體

制

は

決

し

て

固

定

し

た

制

度

で

な

く

、

實

に

多

樣

で

あ

つ

た

。

我
 

我

の

問

題

と

す

る

地

域

で

は

そ

れ

は

多

く

の

場

合

散

在

所

有

S
t
r
e
u
b
e
s
i
t
z

 

で

あ

り

、.
領

主

直

營

地S
a
l
l
a
n
d

 

•と

農

民

の

保

有

地

か

ら

な

つ

て

お

り

、

負
 

擔

に

應

じ

て

非

自

由

民

、.自

由

民

等

が

生

產

に

從

事

し

て

へ

：
！

#

ダ

‘
ル

ン

ト

へ
 

ル

シ

ャ

フ

ト

體
㈣

の

整

備

は

未
^

双

％

へ

の

開

拓

、

擴

大

の

內

に

お

こ

な

わ

れ
 

た

の
.
で

、

そ

の

多

樣

性

は

ま

す

ま

す

增

大

し

た

。

そ

し

て

「

農

村

の

空

氣

は

非
 

自

由

に

す

る」
L
u
f
t

 

m
a
e
h
t

 

u
n
f
r
e
i

と

い

ぅ

原

則

の
» .

傲

"

「

下

に

向

つ
 

て

の

社

會

的

平

均

化」

が

お

こ

な

わ

れ

た

。

勿

論

こ

の

過

程

は

一

方

で

た

え

ず

開

拓

農

民

を

一

定

の

負

擔

を

お.っ
.た

比

較

的

自

由

な

農

民

と

し

っ.っ

、

.
他

方

で
 

グC

の

グ

ル

ン

ト

へ

ル

シ

ャ

フ

ト

罾㈣

へ

の

編

入

を

お

こ

な

ぅ

複

雜

な

過

程

で

あ
 

っ

た

。

主

權

の

推

移

と

共

に

、

帝

國

直

愿

農

民

R
e
i
c
h
s
b
a
u
e
r
n

の

'
變

遷

も
 

著

し

か

っ

た

が

、

.

こ

の
®

の

農

民

の

み

が

文

書

上

で

は

自

由

農

民

と

し

て

記

載

. 

さ

れ

て

い

る

。
.こ

れ

ら

：
の

.
農

民

も

開

拓

と

深

い

關

係

を

有

す

る

こ

と

が

最

近

.
の
 

硏

究

で

實

證

さ

れ

っ.
っ
^
！
る

。

さ

て

グ

ル

ン

ト

へ

ル

の

直

營

地

は

元

來

餘

り

大

. 

き

な

役

割

を

占

め

な

か

っ

た

が

、

十

二
.
•
.三

世

紀

に

至

づ
.
て

動

搖

し

、

解

體.の
. 

方

向

を

示

し

始

め

る

。

こ

れ

を

も

た

ら

し

た

要

因

と

し

て

、

'

第

一

に

生

產

上

の

改

善

が

ぁ

げ

ら
§ !
0

.
こ

と

に

三

圃

農

法

がC

の

時

期

ま
 

で
.
に

ほ

ぼ

支

配

的

な

農

業

生

產

の

形

態

と

し

て

採

用

さ

れ

た

こ

と

は

、

i

力
 

の

集

約

的

利

用

を

可

能

な

ら

し

め

た
.■，
°,

さ

ら

に

十

三

世

紀

以

来

休

閑

地

B
r
a
e
-

 

h
e

の

犁

ぎ

返

しR
i
i
b
r
e
n

や

施

肥

め

改

善

が

お

こ

な

わ

れ

る

ょ

ぅ

に

な

っ

た

。 

そ

の

た

め

直

營

地

經

營

の

不

生

產

性

が

徐

々

，に

明

か

と

な

々

、

個

別

的

集

約

的

,
 

經

營

の

發

展

を

促

し

た。
.

，
第

二

に

こ
.の

ょ

ぅ

な

生

產

力

の

.發

展

に

ょ

づ

て

、

人

口

は

十

三

世

紀

に

最

高
 

度

に

增

進

し

、

か

く

し

て

東

方

べ

の

植

民

が

大

規

摸

に

お

こ

な

わ

れ

た

。

と

れ
 

は

都

市

の

成

立

と

共

に

西

部

に

お

け

る

纖

力

の

不

足

を

ひ

き

お

こ

す

一

：
要

因

，
 

で

あ

る

。
•
そ

れ

は

ま

た

ド

ィ

ッ

に

お

い

て

封

建

領

主

と

農

民

の

基

本

的

對

立

の
 

激

化

を

ひ

き

の

ば

す

要

因

と

も

な
.
っ
：
た
。

.

第

三

に

農

業

に

お

け

る

生

產

カ

の

發

展

に

伴

い

、

都

市

、

市

場

，の

成

立

が

み
 

ら

れ

る

。

さ

ら

に#

市

の

成

立

、

發

展

は

農

民

の

•獨

立

性

へ

の

要

求

を

高

め

て
 

行

く

。
-1

都

市

の

空

氣

は̂

曲

に

す

る」

f/
3

-

t

a

d

t 

L
u
f
b
m
a
c
h
t

 

f

r-©
i

の

原
 

則

は

、

農

民

の

都

市

へ

の

逃

亡

を

货

進

し

、

'東

方

植

民

に

な

る

勞

働

力

の

不

足
 

に

輪

を

か

け

る

こ

と

に

な

る

。

十

三

世

紀

中

に

約

四

〇

〇

に

の

ぼ

る

都

市

が

.肆

ド
イ
ツ
農
民
戰
爭
の
歷
史
的
意
義

(

上)

設
さ
れ
十
四
世
紀
中
に
は
さ
ら
に
：三
〇
〇
の
都
市
が
建
設
さ
れ
て
い
る
が
、
十 

五
世
紀
に
は
た
ヴ
た
 

一
0
〇
の
都
市
し
か
建
設
さ
れ
.て
い
な
い
こ
と
は
こ
の
間 

の
事
情
を
よ
く
物
語
つ•て
へI

る
。
さ
ら
に
フ
ラ
ン
ケ
ソ
で
は
十
三
世
紀
後
半
や 

五
十
年
間
に
上
ペ
グ-
—
.
ッ
ッ
.で
鐵
加
工
の
た
め
の
踏
車

T
r
e
t
m

a:h
l

は
六
か 

ら
十
に
增
大
し
、.附
近
の
ペ
グ
二
ッ
ツ
、
ブ
レ
ヒ
、
フ
エ
ル
デ
ン
に
市
場
が
つ 

く
ら
れ
て
.い
る
。.
：-■
:れ
ら
.•の
.仕
事
場
や
市
場
は
森
鉢
植
民
者
か
ら
人
を
吸
收
し 

た
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
ブ
ニ
五0.
丨
.
|
.三.
|—*
五
年
，に
中
部
フ
ラ
ン
ケ
ン
と
マ 

イ
ン
河
上
流
に
ラ
ン
デ
ス.へ
ル
に
よ
り
二
十
の
都
市
が
建
設
さ
れ
る
。
そ
の
內 

バ
ン
べ
ル
ダ
、

ニ
ユ
ー.ル
ン
べ
ル
グ
、
ヴ
ァ
イ
セ
シ
べ
ル
ダ
、

口
ー
テ
ン
ブ
ル 

ダ

は

十
.
•ニ
世
紀
か
ら
存
在
し
、
十
三
世
紀
後
半
に
は
ア
ン
ス
バ
ッ
ハ
、
バ 

イ
ロ
イ
ト
、•ハ
ス
フ
ル
.ト
、
..イ
ホ
ッ
フ
工
ソ
等
の
都
市
が
で
き
る
。
そ
し
て
農 

民
の
逃
亡
、
荒
蕪
地
の
發
生
に
つ
き
 

一
一

—-
六

四

年

にマ
イ
ン
の
六
力

村
、

一
ニ 

八
六
年
へ
リ
ー
デ
ン
修
道
院
に
荒
れ
た
水
車
、
.I

一.一
七
五
年
に
は
フ
ユ
ル
デ
ン 

の
雍
で
ー
五
0
年
前
に
開
拓
し
た
村.の
荒
れ
果
て
た
例
が
み
ら
|
%
。

.第
四
に
國
內
開
懇w
cpu
g
oq
が
モ
、
諸
侯
の̂

力
^
大
1
策
も
あ
つ
て
お 

こ
な
.わ
れ
た
た
め
勞
働
力
に
對
す
る
需
要
は
ま
す
ま
す
强
ま
つ
た
。
フ
ラ
ン
ケ 

• X

で
は
十
一
一
世
紀
に
ひ
き
づ
づ
き
十
三
世
紀
半
よ
り
始
ま
る
開
拓
の
時
代
が
あ 

る
。
例
え
ば
ラ
ブ
ド
ル
フ
修
道
院
は
ヴ
ァ
イ
.七
ソ
ベ
ル
グ
‘の
森
の
開
墾
を
コ
口 

丨
ヌ
ス
Q
a
o
y
T
I
S

に
や
ら
せ
て
い■る
し
、
十
.一.一
ー
十
四
世
紀
を
通
じ
フ
ラ
ン
ケ 

,

ン
ヴ
ァ
ル
ド
の
山©

%
方
.か
ら
フ
ィヒ
テ

ル
高
地
の
地
域
に
植
民
が
お
こ
な
わ 

れ
て
：い
る
。
そ
の
他
フ
エ
ル
ダ
ン
、
パ
ッ
。へ
ン
ハ

イ

ム

等
で
も
森
林
のg
lil
が
お 

，
こ
な
わ
れ
、そ
の
た
め
荒
蕪
地
が
出
現
し
て
い
る
。

一
ニ
五
四
年
、
一
ニ
九
六
年 

に
は
ホ
一
へ.ン
ロ
ー
チ
ン
家
と
ヴ
ユ
ル
久
ブ
ル.グ
司
教
と
が
鐘
し
、
荒I

 

を
新
し
く
資
出
す
こ
と
に
一
致
：し
て
い
る
。
さ
ら
に
テ
：ィ
口
ル
で
も
_
三
ニ
五

『 

• 

• 

•玉.九

S

Q
七)

.



三

田

學

會

雜

誌
:
-第

，
五

十

卷

：

第

三

號

• 

’

I 

• 

.

年

に

オ

ッ

ト

ー

侯

が

プレ
モ

ン

ス

ト

ラ

ー

テ

ス

ス

修

道

院

に

次

の

よ

う

な

特

權
 

:
を

與

え

て

い
.る
。
.「

修

道

院
-1

屬

ス

ル

森

ラ

開

懇

セ

ン

r
e
.
u
t
e
n

ト

シ

來

リ

，
テ
 

佳

マ

ヮ

ン

ト

ス

ル

.
モ

ノ

十

U

年

間

ノ

法

ニ

ヨ

ル

：保

證

ヲ

與

ゥ

ベ

シ

」

こ

の

地

方
 

:

で

は

グ

ル

ン

ト

へ.
ル

、

ラ

ン

デ

ス

べ

.ル

の

競

爭

の

內

に

開

墾

さ

れ

、

農

民

は

こ
 

と

に

有

利

で

あ

つ

だ

。
' 

さ
b

に

：
ス

イ

ス

、

西

南

ド

イ

ツ.で

も

國

內

植

民

が

お

こ
 

な

わ

れ

る

。

時

期

は

お

そ

い

が

、

一

四

五

九

年

に

ス

イ

ス

の

フ

ロ

ン

テ

ン

村

の
 

1
；

吿

|
I

 

W
e
i
s
t
u
m

に

は

：

「

森

ヨ

リ

開

墾

七

シ

我

等

ノ

土

地

」

.

.と

い
.う

|
百

葉 

が

あ

る

。

中

部

ド

イ

ツ

で

も

東

方

植

民

と

結

び

つ

：
い

て

十

二

'

.
十

三

世

紀
.に

フ 

ラ

ン

ケ

ン

、

フ

ラ

シ

ド

ル

.等

か

ら

の

植

民

が

お

こ

な

わ

れ

て

M

る
-

こ

れ

ら

の
 

•
開

懇

の

結

果

、

人

間

亥

配

よ

り

土

地

支

配

が

前

面

に

で

る

よ

う

に

な

つ

た

。

か

く

し

て

こ

れ

ら

の

諸

要

因

は

領

主

の

直

營

地

解

體

も

し

く

は

縮

小

の

方

向
 

を

促

進

さ

せ

た

。

勿

論

こ.の

過

程

と
.
て

も

決

し

て

直

線

的

に

、

ス

ム

ー

ス

に

お
 

こ

な

わ

れ

た

の

で

は

な

い

。

「

領

主

は

農

奴

に

對

し

し

ば

し

ば

そ

の

保

有

地

の
 

放

槩

を

購

わ

ね

ば

な

ら

な

か

つ.た

。

す

な

わ

ち

領

王

は

農

奴

に

自

由

の

み

な

ら
 

.
ず

そ

の

外

に

金

を

興

え

ね

ば

な

ら

な

か

つ

た

の

で

あ

る

。

往

々

'
に

し

て

領

主

は
 

農

奴

に

力

ず

く

で

自

由

を

贈

つ

た

。

」

こ

の

場

ム
ロ員
双

は

自

由

を

欲

し

な

い

よ
 

う

に

み

え

る

が

そ

う

で

は

な

い

。

^

主

は

自

分

に

都

合

の

よ

い

よ

う

に

定

期

小
 

作

z
a
t
p
a
c
s
、

分

益

小

作T
e
i
l
b
a
u

を

主

張

し

た

り

、
解

放

金

に

よ

る

收

入
 

增

大

を

目

論

む

の

に

對

し

、
農

民

は

世

襲

保

有

權

k
r
b
r
e
c
h
t

の

確

立

を

主

張
 

し

、

こ

の

時

代

の

樣

相

を

複

雜

に

し
.て

い

る

。

だ

か

ら

地

域

的

な

紛

爭

が

お

こ
 

.
る

中

で

、

徐

々

に

上

記

の

諸

要

因

か

ら

、

領

王

は

地

代

收

取

に

重

點

を

お

い

た
 

在

り

方

に

轉

換

し

、

農

民

は

比

較

的

安

定

し

た

保

有

權

B
e
s
i
t
z
r
e
c
h
t

を

獲
■ 

得

し

て

行

く

の

で

あ

る

。

か

く

し

て

中

部
.ド

イ

ツ

办

ら

ス

イ

ス

，
テ

ィ

ロ

ル

に
 

か

け

て

、■
十

三

•

四

世

紀

に

農

民

的

土

地

保

有

と

し

て

の

世

襲

果

有

の

成

立

が

, 

.

.六

〇

.

' 

(

ニ

〇

八)

.

各

ら

れ

る

。

フ

ラ

ン

ケ

ン

で

：こ

の

時

期

に

r

般

的

な

農

民

の

保

有

權

は

世

襲

保
 

有

權

で
.あ

つ

た

。

.た

と

え

ば

一

一

一

七

六

年

に

ハ

イ

ル

ブ

ロ

シ

修

道

院

に

お

い

て
 

も

世

襲

保

有

權

が

ひ

ろ

く

興

え

ら

れ

て

い

る

し

、

一

三

〇

三

年

の

グ

ナ

ッ

ド

ハ
 

イ

ム

村

の

判

吿

書

に

は

「

村

ニ

住

ム

全

テ

ノ

モ

ノ

ソ

ノ

土

地

ヲ

賃

租

權

ニ

ヨ

ル
 

. '

世

襲

借

地

ニ

テ

持

ッ

し

と

秘

兄

。

 

.

テ

ィ

ロ

ル

の

テ

ゲ

ル

シ

ゼ

ー

修

道

院

の

列

吿

書

に「

葡

萄

畑

及

ビ
t

ノ

殆
 

ド

ハ

先

ニ

示

セ

ル

賃

租―

ヨ

ル

世

襲

ノ

保

有

權

ヲ

モ

ツ

」

と

あ

る

。

ま

た

始

め

•

は

一

代

、

ニ

^

、

三

代

限

り

の

保

有

權

S

B

-

,
 

z

w
s.
-

丨，

D
r
e
i
l
e
i
b
e
r
i
e
h
e
n

 

だ

っ

た

も

の

が

事

實

上

の

世

襲

化

に

上

り

漸

夂

S

6

し

て

行

く

場

合

も

少

く

な
 

.

か

っ

た

。

だ

：
か

ら

ー

三

0

六

年

に

も

ス

ー

べ

ン

修

道

院

.の

農

民

が

こ

の

世

興

保
 

有

權

に

っ

き

訴

え

た

時

バ

イ

H

ル

ン

展

は

芷

當

な

證

據

も

し

く

は

文

書

の

持

參
 

趴

れ

に

は

そ

の

訴

え

を

受

け

つ

け

る

べ

き

で

な

い

と

裁

判

官

に

指

示

し

て

い
 

.

る
0
: 

'
 

:

パ 

：

ス

イ

ス

で

も

最

も

廣

範

に

普

及

し

て

い

た

保

有

權

は

世

襲

保

有

權

で

あ

る

。 

た

と

え

ば

ボ
.
丨

デ

ソ

湖

畔

の

.
メ
 

I

ル

ス

ブ

ル

ダ

市

の

近

邊

の

コ

ン

ス

タ

ン

ツ

司
 

g

J ©
®

で

も

世

襲

保

有

權

こ

そ

農

民

の

間

に

最

も

I

日

及

し

て

い

た

#

^

®

で
 

あ

る

。

.

ザ

ル

ツ

ブ

ル

ダ

、

、、八

イ

ェ

ル

ン

で

も

世

襲

保

有

權

は

支

®

的

で

あ

る

。

勿

論
 

所

に

ょ

度

の

差

は

あ

る

が

、

ド

ナ

ゥ

下

流

の

裁

判

管

區

で

'は

約

半

分

が
 

そ

れ

で

あ

が
0 

-

西

南

ド

イ

ツ

で

も「

代

限

り
.の

終

身

保

有

權L
e
i
b
s
c
h
t

と

並

び

支

配

的
 

な

保

有

權

で

あ

り

、

時

代

の

ず

れ

は

あ

っ

て

も

世

襲

化

の

方

向

に

向

ぅ

。
.
ゥ

ル
 

ム

、
ア

ル

ゴ

イ

、
シK

ヴ
ァ
ル
ツ
ヴ
ァ
ル
ド

.
の

潔

谷

、

ピ
I

タ

ー

修

道

院

、

ア

ル 

ト

•

ヴ

モ

ル

テ

ム

べ

ル

ダ

、

ラ

イ

ン.

へ

ッ

セ

シ

で

そ

れ

は

支

配

的

で

ハ

J

8̂.

中

部

ド

イ

ッ

で

も

自

由

賃

租

地

d
a
s

 

s
c
h
l
i
c
h
t
e

 

z
B-
s

^

u

tと

並

び

世

襲
 

保

有

權

が

，
支
@ 3
'

的

で

あ

づ

た

？

フ

ラ

ン

ド

ル

人

や

フ

ラ

レ

ヶ

ン

人

植

民

の

地

域
 

の

文

書

も

世

襲

保I

に

主

要

な

地

位

を

あ

た

え

て

い

る
。

.

こ

の

よ

う

な

世

襲

保

^

^

は

相

對

的

に

自

由

で

あ

り

テ

ィ

ロ

ル

の

フ

ュ

'/
セ 

ン

僧

综

で

は

そ
. 0

土

地

が

T

上

衣

ャ

外

套

ノ

如

ク」

共

同

體

の

中

で

寶

ら

れ

る

，

と

記

載

さ

れ

て

へI

が

。

し

か

し

そ

れ

は

決

し

て

無

條

件

の

自

由

を

意

味

し

な
 

い

» 0

第

一

に

グ

ル

ン

ト

へ

ル

は

封

建

地

代

と

し

て
.の

貢

租
.a

b
g
a
b
e

を

取

り
 

立

て

な

し

、

夫

役.や

相

續

税

を
i

務

と

し

て

負

う

場

合

が

多

い

。

第

二

に

こ
.

の

保

有

權

は

時

に

よ

り

B
u
r
g
r
e
c
h
t
,

{^-
a
u
f
r
e
c
h
t
,

と

よ

ば

れ

、

土

地

所
 

有

に

近

い

譲

渡

機

を

も

つ

が

、

一

般

め

に

は

自

由

處

t

は

な

く

少

く

と

も

通. 

吿

の

義

務

を
'必

要

と

し

、

多

く

の

場4

^

王

の

同

意

を

必

要

と

わ

た

。

そ

し

て
' 

領

主

は

先

貿

權V
o
x
k
a
u
f
s
r
e
c
h
t
'
.

を

有

す

る

。

第

三

に

よ

い

條

件

で

土

地

が
. 

維

持

さ

れ

ぬ

場

合

や

世

襲

渚

の

な

い

場

合

は

領

王

は

沒

收

權

を

持

つ

て

い

る

。

' 

こ

れ

を

H
e
i
m
f
a
l
l
s
r
e
c
h
t

領

主

歸
M

權

と

い

う

。

.
佌

製

保

有

權

以

外.の

農

民

の

土

.地

保

有

權

に

づ

い

て

簡

萆

に

ふ

れ

て

お

こ
 

5
0 

. 

. 

.

.

.

.

ニ

、

.

_

•

£

土

地

保

有

 

F
r
e
i
e
i
g
e
n
t
u
m
y
.

 

d
i
e

 

f
r
e
i
e

 

z
i
n
s
-
u
.

 

p
a
c
h
t
-

 

g
i
i
t
e
r
,

 

_
d
a
s
.

 

s
c
h
l
i
c
h

c+e
'

 

Z
i
n
s
g
u
t

と

.れ

に

.
は

フ

ォ

ク

ト

.
へ
て

■
の

貢

租. 

V
o
g
t
r
e
c
h
t
,
.

十

分1

税

Is
l

e

h

n

t、

一
 

般

地

方

税
 

L
a
n
d
s
t
e
s
r

 

そ

れ

に
 

輕

い

員

砠

や

そ

の

他

の

的

な

負

擔

が

か

か

る

〕

。
こ
れ
は
世
襲
保
豸

i l

か 

ら

上

畀

し

た

も

の

も

あ

る

し

、

開

墾

の

際

に

獲

得

し

た

も

の

も

あ

る

。

こ

れ

が
 

帝

國

直

廳

、

州

伯

裁

判

へ

の

出

頭

と

い

う

特

權

と

結

び

つ

い

た

時

は

自

由

齋

民

.
 

と

し

て

意

義

を

も

つ

。
，
だ

か

ら
‘ス

イ

ス

や」
K

ィ

ロ
'
ル
.の

樣

に

中

世

に

政

治
 

史

上

の

變

化

に

よ

つ

て

か

な

り

政

治

的

な

意
_

を

も

つ

と

こ

ろ

も

あ

る

し、.
ブ

•

ド
ィ
ッ
農
民
戰
爭
の
歷
：史.的
意
義
2)

ラ

ン

ケ

ン

、

ラ

イ

ン
ガ
ゥ
の
樣u

む
し
ろ
中
世
後
期
に
フ
ォ

~

ク
ト
の
貢
租
を 

と
ら
れ
、
王
領
地
で
な
く
な
る
こ
と
に
ょ
り
意
味
を
も
た
な
く
な
る
と
こ
ろ
も

(

註25) 

•

ち
る
。

-

,

ニ
、.
終
身
保
有
權.s

c
h

u
u

e
h

e
n

,

 

X
i

e
i

b
g

e
d

i
n

g
,

 
L

e
i

b
r

e
c

h
t

,

 

F
a

-

lll

Q'h
e
n

 

. 

A;J.

れ
は
.保
有
者
の
生
存
中
の
み
の
保
有
權
で
あ
り
、®

王
の
恣
意
の 

働
く
餘
地
は
太
き
い>
.そ
の
た
：め
0
»私
咨
^:
汁
玲
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
は'

バ

イ

工

ル
ゾ
、
ア

ル

ゴ

イ

、

ゥ

ル

ム

、

、、ハ

丨

デ

シ

、

ア

ル

ト

.
ヴ

ユ

ル

テ

ム

ベ

ル
.グ
等
に
多
く
西
南
ド
イ
ッ
で.■は
世
襲
保
有
權
と
並
び
有
力
な
農
民
の
土
地
保 

.有
權
で
说
把
0
中
部
ド
ィ
ッ
：のL

a
B

?:t
e
r

も
と
れ
に
}
I
V

)

が
、
こ
こ
で
は 

開
拓
地
域
の
多
い
故
も
あ
っ
て
餘
り
重
要
な
意
義
を
も
た
.な
い
。
ま
た
先
に
の 

ベ
た
：一
一
代
、
三
代
限
り
：の
•保
有
權
も
存
在
し
、.世
襲
化
す
る
例
も
あ
っ
た
。
さ 

.ら
に
グ
ル
ン
.
'卜
へ：

ル
.生
存
中
の
み
の
保
有
權
も
存
在
し
た
。

こ
れ
ら
は
矢
張
り
樣
々
の
封
建
的
負
擔
を
お
っ
て
お
り
、
ょ
り

不
安
定
で
あ
っ

(

藤

〕

た
？
，：

三
、
定
期
小
作Neitpacht, 

Freistift, 

H
e
^
e
n
fl
q
u
n
s
ct
-, K

e
l
l
e
r

丨 

l
e
h
e
n

こ
れ
は
一
一
一

ー

.九
年
、.十
二
年
、
十
五
丨
ニ£ 0
^
ど
い
.つ
た
4-
の
が
あ
る 

が
、
大
體
に
お
い
て
短
期
の1$

以
下
の
も
の
が
多
ビ
こ
れ
は
證
に
有
利 

で
あ
つ
て

直
營
地
解
體
以
後
十

一 

一：：

•1

一
一
世
紀
以
後
シ
ュ■ヴ
.
ァ

ー
.
ベ

ン

、

ス
イ
ス 

、、
ハ

イ

エ
.

ル
ン
、
フ

ラ

ング
；：S
、

テ
ュ
ー
リ
>
ゲ
ン
等
に
み
ら
れ
る
。
こ
と
に
分 

益
小
作T

e
i
l
b
a
u

は
«
王
：の
收
入
增
大
め
重
要
な
手
段
と
し
：

'て
.採
用
さ
れ
て 

^

0
こ
れ
に
は
收
益
折
半
の
も.の
.と
三
分
の
一
だ
け
領
主.側
に
歸
厲
す
る'4 

•

の
と
が
あ
る0

そ
し
て
主
穀
と
共..に
葡
萄
畑
に
多
い
。
主
穀
の
例
と
し
て
は
と

く
 

に
バ
イ
エ
ル
ン
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
各
ぴ
、
テ
ュ

ー

リ
ン
ゲ
ン
のラ

ソ
デ
.ス
へ
’ 

ル
，
の

直

營

地
.で
も
十
六
世
紀
以
前
に
分
益
小
作
が
支
配
的
で
あ
り
"
.
後
に
短
期

.

六
.
 
一
：

C

ニ
o
九)

•



六
一
一
'

.c

 
ニ 

1

9

,H

田
學
會
雜
誌.
i

五
十
卷：：. ：、

第
三
-,

:

の
宠
期
小
作
化
し
て
：い
：る
。
，葡
萄
棚
の
例
と
し
て
は
スィ
.ろ
の
ボ
ー
デ
ン
湖
畔 

の
.メ
ー
ル
次
.ブ
ル
プ
市
近
邊
の
ゃ
ン
：ス
：タ.
Vッ
司
敎
の
！

で
は
十
五
.
，
六
世 

紀

に

：
ー
：：
部

を

自

已

顧

管

し

：：
つ

.つ
、
：
大
半
を
分
益
小
作.に
だ
し
ズ
い
る
。
直
營
ょ 

り
も
：は
る
か
.に
有
利
な
こ
と
が
そ
；
の
.理
ft
で
^̂。

-

 

.■

:
: 

. .
■:
.
 
..■.
 

,
 

..
:
:■.
.
.
.
.

 

'こ
；の
ょ
ぅ
な
比
較
的
安
定:1
.た
世
襲
保
#
^
を
中
心
に
農
民
は
相
對
的
に
グ 

ル
ン
ト
へ
.ル
：へ
の
獨
立
性
を
高
め.た
。
：そ
し
て
：こ
；れ
が
局
地
的
な
市
場
の
成
立 

を
促
し
、
農
民
はg

品
生
產
.へ
の
第
一
^
を
ふ
.み
だ
す
。
，
貢
租
も
そ
の
他
の
封 

建
的
負
擔
も
部
分
的
に
は
貨
幣
で
の̂̂

に
な
っ
て
行
く
。
こ
れ
は
ダ
ル
ン
ト 

へ
ルQ

生
活
必
需
品
へ
の
.：價
格
規
制
が
十
二

 

.
三
•
四
世
紀
と
增
大
の.一
途
：を 

た
£
:

つ
て
い
る
こ
と
に
ょ
く
表
現
さ
れ
て
い
ジ
。
ま
た
一
.一
一
一
四
四
^

—

一
 

三
九 

1.1

年

の

ヴ
f1
-
ル
テ
ム
べ
ル
グ
伯
領'の
.
-

L
e
h
e
n
b
u
o
h

 
ノ
に
も
貨
幣
貢
粗
八
五
ポ 

X

ド
と
し
る
さ
れ
て
い
る
。(

幾
念
な
が
ら
全
體.の
收
入
の
中
で.の
割
合
は
不
. 

明
で
あ
る
.。)

1

三
〇
.三
年
の
ヴ

•

ュ
ル
テ
ム
べ
ル
グ
の
ア丨
デ

ル
ペ
ル
グ
修
道 

院
へ
さ
れ
た
土
地
は

.生
產
物
と
共
に

7
ポ
ン
ド

4
。へ
ニ
ヒ

8
;ゾ
リ
シ
グ
の

.
 

貢

租

を

負

つ

，
て

.

い
る
。
勿

論

生

の

貢

租

、办'ま

だ

多

い

こ

：と
は
い
ぅ
.ま 

で
も
な
い
が
、.こ
れ
ら
の
變
化
は
矢
張
り
農
民.広
有
利
に
働
い
.た
と
，み
て
ょ 

い
。
と
同
時
に
十
五.
六
世
紀
の
封
建
反
動
の
基
盤
.で
あ
る
封
建
的
土
地
所
有 

と
そ
れ
に
蕋
く
領
主
と
農
民
の
支
配

V

被
支
配
の
關
係
：に
、.
i

的
な
變
化
は 

生
じ
な
か
つ
た
た
と
を
確
認
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
直
營
地
も
完
全
に
は
解 

體
し
て
い
な
い
し
、
夫
役
そ
の
他
の
封
建
的
負
擔
も
残
存
し
て
い
る
。
ま
た
先 

の
ァ
„
デ
ル
べ
ル
.グ
修
道
院
が
ー
主
，
ー
七
年
に
ル
ム
メ
ル

V

ッ
ホ
の
四
ユ
ッ
へ 

ル
ト
の
耕
地
とI

人
の
農
奴
を
貿
入
れ
て.い
る
し
、
そ
の#
同
じ
頃
に
8

 

H

I

の
膂
貿
.霊

が

行

わ

れ

て
1
奶
。
'だ
か
ら
農
奴
制
の
姿
は
完
く

悄
え
さ
っ
て.し
ま
っ
た
わ
け̂
は
な
い
0
に
も
拘
ら
ず
小
規
模
農
民
的
土
地
保 

有

：は
農
民
に
相
對
的
な
餘
裕
を
あ
た
え
た
。
こ
の
時
代
は
從
っ
て
農
村
共
同
體 

:

に
と
.っ
'て
ょ
.き
時
代
で
あ
り
農
保
の
强
い
志
向
と
直
營
地
解
體
、
王
權
の
衰
退 

等

の

領

、
王
側
10
落
觀
的
條
件
の
變
化
に
ょ
：つ
て
共

.同
體
は
或
る
^
度
の
自
治
を 

獲
得
じ
で
符
っ
た
。
そ
：の
自
治
.の
範
厚
は
ま
ず
耕
地
強
制
、
播
種
や
收
獲
期
の 

.規
定
、.施
肥
等
の
直
接
農
耕
關
係
か
ら
永
利
、
放
牧
地
、

'牧
草
地
、
さ
ら
に
森 

林
の
管
理
、
利
用
、
.共
有
地
の
分
割
と
そ.の
®
'
い
込
み
等
の
議
經
營
に
關
す 

:

る
事
柄
；が
：あ
；る
。
第
二

 

の
公
共
の
福
祉
に
關
す
る
道
路
、
撟
、
共
同
浴 

'場
；か
ら
水
萆
小
屋
、
溆
冶
屋
水
屋
等
の
管
理
、
各
個
の

f

、
衞
生
迄
.が
あ
げ
ら 

.れ
る
。.第
三
に
役
人
の
選
出
、
治
安
關
係
、
本
來
の
：

|
?
^
1
:
,
1
0
©
1
2
1

怒
3
:
1
<
^

 

.
'

(

共
同
體
內
の
問
題
を
扱
ぅ

)

と
そ
れ
に
綱
す
る
一
：
定
額
迄
の
罰
金
の
取
立
と 

そ
の
利
用C

共
同
體
集
會
で
の
飮
代

)

等
で
奴
が
。
：
村
役
人
の
筆
頭
に
は
領
主
の 

住
命
す
：るSchultheiB

が
灰
り
、
そ
の
他
に
古
く
か
ら
共
同
體
が
選
出
し
て 

•
い
；る
村
長

D
o
r
f
m
e
i
s
t
e
r
'
H
e
i
m
b

CJr
g
e
r

が
い
る
。
後
岩
は
！̂
代
表
' 

前
者
は
公
吏
で
あ
る
。
そ
の
他
後
者
を

i

す
る
公
、選

の

役

員

A
u
s
s
c
h
u
B

が 

.四
人
か
ら
六
人
い
る
。
.そ
の
他
に
年
三
■囘
開
か
れ
る
裁
判
領
主
の
下
級
裁
判
で 

は
參
辊
員.

scll

o-.ffen 
■

かs
c
h
u
l
t
h
e
s

が
領
主
か
そ
の
代
理
人
の
列
席
の 

下
：に
判
決
を
行
ぅ
。
そ
れ
は
盜
難
、
傷
害
、
土
地
讓
渡
、

^
1*
衡
等
を
取
扱
ぅ
。 

參
密
員
の
制
度
は
共
同
體
を
規
制
す
る
領
主
の
手
段
で
知
^

_
な
お
こ
の
下
級 

栽
判
權
と
關
係
し
て
領
主
の
，

z
-i
n
g u, B

a
n
n

に
ょ
る
共
同
體
へ
の
規
制 

が
あ
る
。
水
車
：
ハ
ン
燒
き
小
屋
、
釀
歡
小
屋
、
葡
萄
酒
壓
搾
場
を
領
主
が
建
て
、 

そ
の
使
用
を
强
制
し
使
用
料
を
と
る
の
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ 

れ
に
っ
い
て
は
封
建
反
動
と
の
關
係
で
檢
討
す
把
。
さ
て
村
長
、
村
役
員
を
選 

出
す
る
母
體
は170
來「

共
同
體
成
員
の
全
員
集
會

」
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,
フ

三

(

：
一
ご



•

三
田
學
'#
雜
誌
：.
'第
五
，十
卷
.
.
.
.
第
‘三
號

.
-、st
3 
ノ
 

. 

.

d
e
N
N
p
c
h
b
a
r
s
c
h
a
f

ct
で
あ
w

o
本
來
外
來
者
、：
小
屋
往
農
、
僕
婢
の
類、'

日
傭
、‘中
部
ド
イ
ッ
で
は
鄺
織
工
、
仕
立
昆
、
靴
屋
等
の
比
較
的
新
し
い
手

エ
1

は
こ
の
ょ
ぅ
な
共
同
體.成
員
に
は
屬
さ
な
い
。
し
か
し
地
域
に
ょ
つ
て

伽
入
金
そ
の
他
の
方
法
で
參
加
の
可
能
性
は
存
在
し
て
い
た
。
特
に
土
地
保
有

者
の
分
割
が
翁
み
、
二
分
の
一
、
四
分
の
一
フ
ー
フ
>
保
有
者
や
そ
れ
以
下
の

も
の
の
數
-が
增
大
す
る
に.つ
れ
て
こ
れ
は
現
實
北
し
た
。
し
か
し'一
方
十
三
•

四
世
紀
に
相
當
に
土
地
保
有
の
規
模
の
差
が
共
同
體
內
で
も
大
き
か
っ
た
こ
と

は
別
表(

六
三
頁)

の
十
四
世
紀
始
め
の
ボ
イ.ヲ
ゾ
修
道
院
の
例
を
み
る
，と

こ
れ
は
十
二 *

三
世
紀
の
ラ

イ

ン
.

へ

ッ

セ

ン

.
の
諸
村̂

に

つ

い

て

も
•

(

驻
46)

最
近
伊
藤
榮
氏
が
實
證
し
た
と
こ
ろ
の
事
實
で
あ
る
。
卽
ち
ボ
イ
ロ
ン
に
.お
い 

て
は
最
高
耕
地
八
三
ユ
ッ
へ
ル
ト
、
牧
草
地
四
〇
マ
ソ
マ
'/
ド
、
罾
双
.

® 

ニ
ユ
ッ
へ
ル
ト
半
と
牧
草
地
一
マ
ン
マ
ッ
ド
半
で
あ
る
し
、

.
ラ
イ
ン
•
へ
ッ 

セ
ン
に
お
い
て
も
最
高
は
合
計
で
一
八
五
モ
ル
ゲ
ン
半
、

.最
低
は
五
モ
.ル
ゲ
ン 

に
達
し
て
い
な
い
。
し
か
し
兩
者
と
も
平
均
的
な
土
地
保
有
者
が
か
な
り
多 

い
。
ボ
イ
ロ
ン
で
は
ニ
〇
ユ
ッ
へ
ル
ト
前
後
の
も
の
四
二
人
の
ぅ
ち
十
五
人
、 

ラ
イ
ン
.
へ
ッ
'セ
ン
で
も
三
〇
モ
ル
ゲ
ン
前
後
が
四
〇
人
の
內
十
五
人
を
し
め

. 

て
い
る
。
そ
しV

當
時
の
共
同
體
の
主
體
が
こ
.れ
ら
小
規
模
土
地
保
有
者
に
あ 

っ
た
こ
と
は
十
分
豸
え
し
；
^
。
農
民
戰
爭
ま
で
の
農
民
の
合
言
葉

「
古
来
の 

權
利」

A
l
t
e

 

R
e
c
h
t

は
、
こ
の
時
代
の
農
民
的
土
地
保
有
權
を
中
心
と
す
る

- 

農
民
の
比
較
的
有
利
な
權
利
を
指
し
示
し
て
い
る
。
だ
か
ら
そ
の
合
言
葉
は
ょ 

り
^
上
の
發
展
を
颠
ぅ
富
農
か
ら
沒
落
し
、
零
細
化
し
つ
つ
あ
る
中
農
さ
ら
に 

は
貧
農
ま
.で
の
共
通
の
目
標
と
な
つ
た
の
で
あ
ヴ
、
こ

こ
に
自
生
的
發
展
を
阻 

止
す
る
封
建
反
動
へ
の
共
词
體
に
侬
據
し
た
廣
範
な
抵
抗
が
組
織
さ
れ
る
に
到 

つ
た
の
で
あ
が
。
農
民
の
敗
北
と
封
建
支
配
者
わ
け
て
も
ラ
ソ
>
 
ス
へ
.
ル
の

六
四
.

2
 
一
 

二)

.

勝
利
g
9'
共
同
體
規
制
を
强
め
、
農
民
の
そ
れ
以
上
の
發
展
を
阻
止
す
る
方
向 

を
强
办
た
。
領
主
側
が
共
同
體
を
規
制
し
そ
れ
以
上
の
發
展
を
阻
止
し
よ
う
と 

し
た
の
に
對
し
、
農
民
は
階
層
に
應
じ
た
要
求
を
も
ち
っ
っ

も

共
同
體
に
結 

集
し
て
領
主
に.對
抗
し
た
の
で
あ
る
。
後
者
の
行
く
道
は
共
同
體
を
最
終
的
に 

は
分
解
さ
せ
てし
ま
う
發
展
の
道
で
あ
り
、
前
者
の
.ね
ら
い
は
共
同
體
を
分
解 

「

さ
せ
ず
、.封
建
的
土
地
所
有
の
解
體
を
'阻
止
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
こ
と
は 

い
う
ま
で
も
な
い
。士 
一
 
•
三
•
四
世
紀
の
農
民
的
土
地
保
有
の
成
立
こ
そ
、 

十
五
•
六
世
紀
の
.農
民
の
封
建
反
動
へ
の
抵
抗
を
理
解
す
る
第
一
の
鍵
で
あ 

る
。
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丨
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用
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C14) 

I. w
o
g
,

 

p a. 

p
'
s
s
. 

5
2
1
5
4
*
'

一
二 
八
八
年
に
フ
ラ
ン
ケ
ッ 

の
ハ

リ

ー

デン
で
領
主
*-
營
地
が
定
期
小
作
に
出
さ
れ
て
い
る
。
ブ
ラ
ヴ 

セ
ン
べ
ル
グ
で
ば
分
益
小
#
に

出

さ

.れ

て

い

る

-?
十
三
世
紀
に
はこ
の
分 

益
小
作
と
世
製
保
有
の
競
爭
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
邊
り
の
ボ
ッ
グ
の
叙
述

ド
イ
ツ
農
民
戳
爭
の
歴
史
的
意
義(

上)

.は
き
.わ
：め
て
す
ぐ
れ
•て
い
る
。
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ユ
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ょ
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近
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1
5
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:
す 

e
r

と
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不
利
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p
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.
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p
, :S. 30 f 
• ■
こ
の
ご
A
は
自
由
農
民
と
い
わ
れ
る
も
の
の
中
に
は 

.相
«.
親
ゃ
先
役
、
結
婚
の
自
由
制
限
等
の
負
■
を
負
つ
て
い
る
も
の
す
ら
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六

五
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ニ 
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リ
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M
a
y
e
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.
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.
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59- 〈

勿
論
ご
0;
意
義
を
過
大
に
評«
で
き
な
い
。
史
料
に
貨
幣
で
記
入
さ 

れ
'て
.い
"て
.
も必
ず
し
も
實
際
め
負
擔
の
，貨
幣
支
拂
を
意
味
しな
い
。

(

35) 

I. S
t
e
m
e
g
g
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 a, a. 
O

J s- 442, B
eil

a
g
e
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204. 

n
vス
タ
ン
ッ
司
敎
領
で
の

直 

營
の
葡
萄
畑
の
例
。
敎
畲
關
係
の
領
主
.は
世
俗
の
領
主
ょ
り
多
く
直
營
地 

.
を
：殘
し
て
vv
^

o免
た
か
な
り
意
義
が
ぅ
す
れ
た
と
は
い
え
、
世
俗
の
直 

營
地
も
免
た
完
全
'に
消
滅
し
た
わ
け
'で
は
な
い
。
.|.四
〇
四
年
バ
ー
デ
ン 

.

邊
境
伯
は
三
O'
四
，モ
ル
ゲ
ン
半
の
-:耕
地
を
も
つ
て
い
る
。I. s

t
e
m
e

oqg,

a. a. 

o., ss. 26^-265.

(
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u
n
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B
ooq
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0., S. 65.

參
密
員
は
特
權
所
有
者
と
し
て
他
の
共
同
體
員
と
區
別
さ
れ
る
。
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s
c+
-
u
t
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 Z
u
r
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e
&

目f
l
:
v
o
n

 Z
w
i
n
g

 
目
仏

が
■硏
究
史
と
レ
て
す
，ぐ
れ
て
.い
.る
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そ

の

他

比
.wi

e

coner, 

z
w
i
n

oq 

d
i Bairn, 1935 ; I. sternegg,,a. a. 0.,S. 2
7
0
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t
t
o

 stolz) 

W
e
i
s
t
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日
 u. Grundherrwcllaft、

vierteljatLrmchrift 

fG:
r

的
と
な
る
の
は
農
民
戰
_
の
傲
北
，の
後
で
あ
る
こ
と
は
フ
ラ
ン
ケ
ン
に
つ 

い
て
.は
ボ
ッ
ク
が
指
摘
し
て
い
る
。
I
V
B
Ô

a
*
a
. 0., S. 66

，

ま 

た
フ
ラ
ン
ケ
ン
の
刹
吿
集
の
編
纂
者
デ
ィ
ン
ク
ラ
ー
ゲ
も
農
民
戰
爭
の
後 

.に
農
民
の
判
吿
書
作
成
の
際
の
權
利
が
失
わ
れ
い
ち
じ
る
し
く
支
配
者
の 

規
制
が
感
ぜ
ら
れ
る
判
吿
書
が
多
く
な
る
と

.

指
摘
し
て
い
る

K
a
r
l
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農
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的
商
品
生
產
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發
展
と
限
界
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46)

伊
藤
笨
：.

「

ド
ィ
ッ
に
於
け
る
農
業
共
同
龁
の
構
造

」
(

一)

史
學
雜
誌 

.
六
五
縞
第
十
ー
號
四
丄
ハ
頁
。

(

47) 

I. s
t
e
m
e
p

 a. 

a
v-p
, S.67, 280; 

L

 B
o
g
,

 a. a. 

0.,
S. 6

1
.

ボ
ッ
ク
ば
_
立
的
..な
農

'K
の
增
加
こ
.そ
、
•
共
同
體
內
の
平
等
性

を
つ
く

り

だ

し

たと
い
つ
て
い
る
0 

.

■.

§

■
諸
田
實r

ド
ィ
ッ
農
民
戰
爭
の
歷
史
前
提」

(

一)

史
學
雑
誌
六
五
編 

.

.二
號
十
丨
ニ
十
二
.頁
。
諸
，田
氏
は
農
民
の
抵
抗
を「

村
へ
の
.結
集」

と
し 

て
と
ら
ぇ
る
一
方
、
.
'農
民
戰
爭
に
，
お
け
る
穩
健
派
と
過
激
派
：の
對
立
を
特

 

:
權
的
富
農
と
貧
農
の
對
立
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
こ
の
場
合
結
集
と
對
. 

立
の
關
保
は
明
白
で
な
い
。
第
一
に
ゲ
マ
ィ
ン
，デ
に
結
集
し
た
の
は
ど
-の 

層
な
の
か
？

，
そ
の
理
由
は
何
か
？

-:
第
ニ
に
結
'集
し
た
農
民
の
中
の
'
矛

 

■盾
は
.ー
體
ど
の
よ
ぅ
な
も
の
な
の
か
？：

と

.れ
ら
に
つ
い
.て
は
節
を
，あ
お
 

.

た
め

.
て
論
ず
る
.0

さ
し
あ
た
り
、'
領
主
の
餘
建
反
動
.は
か
な
り
巾
の
：廣
い

 

一
反
封
建
圃
爭
を
ぅ
み
だ
し
た
の
で
あ
久
ネ
こ
で
は
領
主
對
農
民
-̂
對
立
、
 

,
が
签
本
的
對
立
で
あ
っ
た
こ
と
、
穩
健
派
對
過
激
派
の
對
立
は
單
純
に
富 

:
農
對
食
農
の
對
立
に
お
ぎ
か

ぇ

ら

れ
な
ぃ
こ
と
を
指
摘
レ
て
お
ぐ
？
過

激 

.
派
.は
い
た
る
と
彡
ろ
で
小
數
趴
で
あ

つ

だ
.

し
；、
：：

農
民
大
衆
の
大
部
分
は
和

 

:

卒
派
で
あ
つ
た
b
と
ぬ
エ
ン
ゲ
.
ル八
の
•'指
摘
し
，てい

る

ど
こ
ろ
で̂:
る
.。

.....Engels,. 

B
.
.
B
.
w
.
'
s
.

轉

■
ニ
 

49)

'
共
同
髖
へ
^;
領
主
：
：

(

ゎ
け
/て
.も
ラ
ン
デ
ス
べ
ル
：

)

の
規
制
が
決
..定

ド
イ
ツ
農
民
戰
爭.の
歷
史
的
意
義.

C

上
'

)

.
地
代
收
取
に
重
點
を
お
い
た
グ
ル
ゾ.ト
へ
-ル
シ
ャ
フ
ト
と
そ
の
下
に
お
け
る 

封
建
的
負
據
は
負
っ
て
い.る
が
や
や
安
定
し
た
小
農
民
經
營
の
成
立
は
前
に
.も 

の
べ
た
よ
う
に
局
地
的
な
市
場
の
成
立
、
さ
ら
に
都
市
の
成
立
、
發
展
と
深
く 

結
び
つ
い
て
.い
.る
0
:ゥ
エ
ー
バ
ー
は
こ
の
よ
う
な
都i

立
の
意
義
に
つ
い
て 

次
の
よ
う
に
い
つ
て
い
る
。

「

あ
た
え
ら
れ
た
面
積
上
に
お
け
る

I

定
數
の
都 

布
は
農
民
の
集
團
に
と
っ
て
少
く
と
も
生
產
利
益
の
.度
合
を
高
め
.さ
せ
る
た
.め
..
 

:.に
ヽ
必
要
で
あ
っ
て
、
こ
の.：こ
と
がg

圭
を
し
，て
、

彼
の
生
活
維
持
.に
必
要
な 

'̂
.宇
段
を
農
民
を
刺
子
源
泉
と
し-て
^
用
す
る
こ
と
.に
よ
り
、
農
民
か
ら
ひ
き 

出
す
こ
：と'を
可
能
な
^
.じ
め
^.
.
で̂
あ
る
。

」

西
に
お
.げ
る
と，

の
よ
う
な
局
地 

■市
場
..の
成
.立
は
、
領
主
：と
農
民■の
生
藍
關
係
に
お
け
る
變
化
の
結
果
で
あ
り
、
.
 

農
民
的
土
地
保
有
の
廣
範
な
成
立
と
結
び
つ
い
て
い
る
‘。
し
た
が
っ
：て
そ
れ
は 

..一
，定
の
歷
史
的
發
展
：の
成
果
で
あ
り
、
社
會
的
分
業
の
一
層
の
前
進
を
意
味
し 

て
い
る
？
：樣
々
な
都
市
と
並?>
-
务
く
の
市
場
町Jv£arktfeck§

 

.
も

成

立

し 

.

.て
く
る
0
こ
の
.市
場
町
は
ま
ず
繼
生
襲
と
：工
業
生
襲
の
局
地
的
な
交
換 

.を
行
^n

冕
耕
市
民
都
市
>
o
3
J
®
..
&
^
r
g
e
r
s
t
a
d
t

の
^
!
を̂
も
つ
て
い
る
。
さ

\ 
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■H
田
學
會
雜
誌
：
第
五
十
卷
パ
第
三
號

ら
.に
と
の
段
階
で
の
商
品
生
產
の
前
進
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
領
主
の
價
格 

規
利
か
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
.は

農

に

對

し

お

こ

な

わ

れ

た

も

の

で

判 

吿
集
に
記
載
さ
れ
て
い
る;
，
ケ
ル
タ
I
は
グ
リ
ム
.の
判
吿
集
か
ら
次
の
樣
な
興 

味
あ
る
事
實
を
び
き
だ
し
た
’
領
主
に
ょ
る
價
格
規
制
は
十
ー
了
三
世
紀
に
相 

當
ひ
ろ
ま
り
、
十
四
世
紀
に
い.た
っ
て
增
大
し
て
い
る
。
ケ
ル
タ
ー
の
あ
げ
た 

例
で
は
十
四
世
淑
に
は
ス
イ
ス
で
四
力
所
，

(

そ
の
內
三
力
所
は
チk
.
丨
リ
ヒ 

近
邊)

.、
バ
イ
：エ
ル
ン
、
上
エ
ル
ザ
ス
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
シ
、
ト
リ

r

ル
で
各
一
：

力 

所
で
、
ス
イ
ス
に
多•い
こ
.と
は
注
目
す
べ
き
事
で
あ
る
。
：，更
に
十
五
世
紀
に
人 

つ
て
ス
イ
ス
で
四
力
所
、
土
ル
ザ
ス
で
一
一
力
所
一

(

內
一
力
所
.は
七
力
村
^

フ 

ラ
ン
ケ
ン
、

へ
ヴ
セ
ン
、
バ
イ

H
ル
ン
、
オー

ス
ト
リ
ヤQ

エ
ン
ス
各
ー
力
所 

と
い
つ
た
と
.こ
ろ
で
あ
る
。
：更
に
こ
れ
は
十
六
世
紀
も
續
い
て
い
る
。
こ
れ
ら 

の
價
格
規
制
の
對
象
は
葡
萄
酒
、
.ビ
ー
ル
、
パ
タ
ー
、
チ
ー
ズ
？
パ
シ.、
肉
、

魚
、
鹽
と
い
っ
た
生
活
必
需
品
で
あ
る
。
勿
論
こ
の
員
格
規
制
の
直
接
の
目
的 

は
貢
租
の
貨
i

値
で
の
f p
M

に
あ
つ
た
の
で
あ
つ
て
、
詳
し
く
い
え
ば
次
の 

ょ
う
な
事
情
を
表
現
し
て
い
る
。V
.
: 

:
:
.
:

A 
.

裁
判
領
主
の
罰
金
の
現
物
か
ち
貨
幣
へ
の
轉
化
。
勿
論
全
部
的
に
で
は
， 

な
く
、

ー
部
分
は
瑰
物
で
ハ

1

都
分
が
貨
幣
と
な
る
と
い
う
仕
方
で。

V

B 

.貢
租
義
務
を
負
う
農
民
に
度
量
衡
の
規
定
を
興
え
る
«
然
性
が
あ
っ 

た
。
そ
れ
は
領
王
の
權
利
を
守
り
、
貢
租
を
出
す
場
合
'の
農
民
の
恣
意
性
を
排 

除
す
る
ため
に

必
要
で
あ

っ

た
。
.

さ
ら
に
貢
租
の
現
物
か
ら
貨
幣
へ
の
轉
化
が 

お
こ
な
わ
れ
る
ょ
う.に
な
る
と
、
生
！̂

の
貨
幣
價
値
を
確
定
す
る
、必
要
が
で 

て
き
た
。

G

領

主

は

彼

の

水

，車

小

屋

、

.

パ
ン
燒
小
屋
、
讓
造
所
、
葡
萄
酒
壓
搾
所
を 

農
民
に
使
用
さ
せ
る
際
の
使
用
料
、
"
こ
の
た
め
の
手H

の
賃
金
確
定
の
必

六

八

s
 H

O

 

.

.

.
C

驻
4〕

要
が
あ
っ
た
0

:

:
ぐ

.

■•
こ
の
よ
う
な
1

の
價
1

制
の
發
生
は
農
民
の
商
ロ1

產
の
前
進
を
間
接 

的
に
物
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
當
時
は
自
由
な
商
品
生
產
は
存
在
せ
ず
そ
..れ 

は
き
わ
め
て
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い

o
そ
れ
は 

局
地
的
で
あ
る
上
に
、
ビ
ラ
ッ
ヒ.ャ
ー
の
■規
定
し
：た
よ
う
な
中
世
的
な

「

都 

市
經
濟J 

g
$a.
^
J3-
w
Gcr
*
a
f
 t 

.の

範

圍

に

く

み

い

れ

ら

れ

て

ぼ

<^
。

そ

れ

は 

附
近
の
霞
村
を
含
ん
だ
閉
鎖
的
な
經
濟
圈
で
•あ
る
。
都
市
は
そ
こ
で
^
^
な
經 

■濟
政
策
を
施
行
す
る
。
そ
の.特
徵
は
互
市
强
制
權

s
t
e
a
p
e
k
e
c
h
t
、

'周
域
禁 

制

權B
a
r
o
l
m
e
i
l

o-n
r
e
e
h
t
、

ツ
シ
フ
ト
强
制zu

n
f
t
z
w
a
n
^

市
場
强
制 

M
-
a
r
k
t
z
w
a
n
g
、

價
袼
規
制Fr

e
i
s
r
e
g
e
l
u
n

oq
.等
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
お 

い
.て
は
こ
の
よ
う
な
中
世
的
都
市
經
濟
は
イ
ギ
リ
ス
等
よ
り
も
長
い
間
支
配
的 

で
，̂

^
、
，農
村
市
場
の
そ
れ
以
上
の
發
展
は
封
建
反
動
に
.よ
っ
て
制
限
さ
れ
て 

し
ま
う
。
だ
.か
ら
農
民
は
自
已9
生
_

の
內
、
自
家
需
要
の
部
分
と
貢
狙
の 

生
！
^
.の
部
分
と
：を
、差
別
い
，た
剩
餘
を
、特
定
の
都
市
の
市
場
で
販
賣
し
た
の 

.で
^
る
.。.中
世
の
.後
期
に
ド
イ
.ツ
r
.三
0
0
〇
の
都
市
が
存
在
し
、
總
人
口
の 

1

割
か
ら一.

割
•五
分
が
都
市
人
口
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る0そ
の
內 
一
0
0
0 

A
以
五
の
^B

は
ニ
五
〇
、
五'0
〇
人
か
ら
ー
〇
〇
〇
人
の
帮
が
三
五
〇
、殘 

り
の
.ニ
五
〇
〇
の
都
市
は

一

〇
〇
人
か
ら
五
〇
〇
人
の
人
ロ
し
か
な
か
っ
た
。 

し
か
'も
.東
ド
イ
ツ
に
は
五
丨
六
マ
イ
ル
に■っ
，の
都
市
が
あ
る
の
に
對
し
、
西 

ド
イ
.ツ
、に
■は
三
I
四
マ
イ
ル
に
一
つ
の

^
1
0

が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら 

こ
の
■

「

S-
市
經
濟」

の
槪
念
.は
西
ド
イ
ツ
に
お■い
て
よ
り
妥
當
す
る
と
い
っ
.て 

も
よ
い
:°
し
か
し
都
市
間
の
交.
#
.遠
隔
地
市
場
間
の
交
易
の
發
展

(

と
く
に 

外
國
市
場
と
の)

も
中
世
i

の
西
南
ド
イ
ツ
.か
ら
中
部
ド
イ
ツ
に
か
け
て
一 

般
的
な
現
象
で
あ
る
。
こ
と
に
ラ
イ
ン
河
上
流
の
.マ
イ
ン
ツ
か
ら
.、、ハ
丨
ゼ
ル
に

い
た
る
西
南ド
イ

ツ

は1

っ
の
地
方
的
な
市
場
圈
を
形
成
す
る
。
：さ
ら
に
西
南 

.
か
ら
中
部
、
中
部
か
ら
東
北
都
に
か
け
て
フ

ラ

ソ

ク

フ

ル
ト
、
.工
ル

フ
ル
ト
、 

ゲ

ル

リ

ッ

ツ

に
通
ず
る
®

路
、
.：.西
南
部
か
ら
#

^
に
通
ず
る
.シH

ト

ラ

ス

ブ
. 

ル

ダ
、
フ

ラ

ン

ク

フ

ル

ト

、

ラ

イ

ン河
下
流
の1

路
が
發
展
し
た
。
さ
ら
に 

十
五
世
紀
以
來
ス
イ
ス
を
通
じイ
タ

リ
ヤ
と
の
®

路
も
積
極̂
な
發
M
を
示
.

cft
9) 

*

し
た
。
か
く
し
て
ヨI 
口
.ッ
。ハ
.の
國
際
的
な
讓
圏
の
中
で
も
西
南
ド
イ
ツ
は 

重
要
な
意
義
を
獲
得
す
る
に
到
っ
た
。

」
」

こ
に
十
五
•
六*
畠
の
ド
イ
ツ

i

 

資
本
の
活
躍
の
時
代
が
開
け
て
く
る
の.で
あ
•る
。
，
人
社
こ
れ
を'「

フ
ッ
ガ
I
家 

の
時
代j Zeitalter d

e
r

 F
u
g
g
e
r
t
i

-̂1
。

そ
し
て
こ
れ
らM

i

資
本
の 

活
躍
の
背
景
が
西
南
ド
イ
ツ
か
ら
中
部
ド
イ
ツ
に
が
け
て
の

I

帶
で
あ
っ
た
こ 

と
は
偶
然
で
は
众
い
。
こ
れ
ら
の
地
方
は
中
世
i

に
農
民
的
土
地
保
有
と
局 

.

地
的
な
市
場
の
成
立
を
み
た
處
で
あ
り
、
更
に
ニ
つ
の
地
方
的
な
ホ

_
を
も
^. 

成
し
始
め
て
い.た
。
と
の
よ
ぅ
な
歷
史
的
•
經
濟
的
條
件
は
更
に
そ
の
地
方
の 

自
然
的
條
件
と
中
世#

^
に
こ
の
地
方
.が
ヨ
ー
ロ
ッ
，。ハ
國
際
®

の
中
で
重
要 

な
地
位
を
獲
得
す
る
こ
と
を
可
能
と
し
た
地
理
的
條
件
と
結
び
つ
い
た
。
自
然 

的
條
件
に
っ
い
て
い
え
ば
次
の
ゥ
エ
ー
バ
ー
の
言
葉
に
い
い
っ

'く

さ

れ
て
い 

る
。
卽

ち「

西
部
及
び
南
部.に
ホ
い
て
は
平
野
、
谷
合
、
及
び
盆
地
が
互
に
混 

，在
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、X

M
候
的
並
に
他
の
.自
然
的
生
產
諸
勝
件
が
小
地
域 

に
お
い
て
明
か
に
差
異
を
示
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
.

1
へ
の
.比
1

に
集
約 

化
さ
れ
た
i

の
展
開
へ
の
經
濟
上
の
刺
徵
は
、
東
部
の
廣
大
な
平
.野
に
お
け 

る
ょ
り
も
は
る
か
にi

な
の
で
あ
る
。
，.：
：
西
部
に
本
い
て
は
歷
史
的
並
に 

自
然
的
諸
條
件
は
、
集
約
的
な
地
方
的
^
!
^
通
に
つ
い
て
東
部
ょ
り
め
ぐ
ま 

れ
て
い
た
し
、
現
在
も
な
お
め
ぐ
ま
れ
て
い
る

)

。」

か
く
し
て
中
世
®

に
こ 

れ
ら
.の
地
方
で
は
、

一
定
の
，社
會
的
、
•地
域
的
分
業
が
、
遠
隔
地
®

と
都
市

ド
イ
ツ
農
民
戰
荦
の
歴
史
的
意
義

(

上)

'間
の
1

の
.發
展
の
下
に
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
'
 

と
く
に 

■遠
隔
地
®

中
で
も
外
國
貿
易
の
發
展
が
大
き
な
刺
激
を
あ
た
え
た
こ
と
は
、 

當
時
の
こ
の
地
方
に
お
け
る
有
力f

が
そ
ろ
つ
て
輸
出
商
工
業-
市
；

E
x
p
o
— 

rt

pqe
w
e
r
b
e
-
u
.

 H
a
n
d
e
l
s
s
t
a
d
t

で
あ
つ
た
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
る
。
農

業
 

.に

.お
い
て
も
後
.に
.み
る
よ
う
に
主
穀
生
產
と
並
ん
で
、

「
場
合
に
よ
つ
て
は
そ
れ 

.
を
壓
倒
.す
る
勢
扒
で
、
こ
れ
ら
の®

活
動
と
結
び
つ.い
た
生
產
_

が
お
こ 

な
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

V'

.
こ
.の
.よ
う
な
生
產
活
動
の
擔
い
手
は
農
村
に
お
い
て
は
壓
倒
的
に
農
民
で
あ 

•
.つ
た
か
ら
、
農
民
は
限
ら
れ
た
範
圍
で
小
商
品
生
產
索
と
し
て
市
場
に
出
現
す 

る
よ
う
に
な
る
。
さ
ら.•に
地
域
に
よ
つ
て
は
農
村
，工
業
に
お
け
る
如
き
小
マ
ニ 

。
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
.ア
資
本
家
及
び
そ
れ
に
從
屬
す
る
賃
勞
働
者
と
い
う
新
し
い
關 

係
さ
え
あ
ち
わ
れ
始
め
る
こ
と
は
後
に
み
る
通
り
で
あ
る
。，
し
か
し
こ
の
よ
う 

な
農
民
の
小
商
品
生
産
者
と
し
て
の
發
展
に
は
制
限
が
存
在
し
た
。
第
一
に
封 

建
的
な
生
產
關
係
の
未
解
髖
が
あ
げ
ら
れ
る
。
.
こ
と
に
節
を
改
め
て
考
え
る
十 

五

.
六
.世
紀
の
封
建
反
動
は
自
由
な
滴
品
生
産
の
發
展
と
眞
向
う
か
ら
對
立
す 

を
も
の
で
あ
つ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
農
民
戰
爭
，の
主
要
課
題
は
こ
の

^

^
K-
1I
を 

排
除
す
名
と
こ
ろ
に
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
_第
二
に
基
本
的
な
輯
建
的
生
產
關
係 

が
殘
存
-L
た
以
上
、，

や
都
市
も
中
世
的
な
粋
か
ら
完
全
に
拔
.け
出
る
こ
と 

は
出
來
な
か
つ
た
。
こ
と
に®

は
そ
の
發
展
に
よ
つ
'て
封
建
的
な
領
主
財
產 

の
危
機
を
促
進
し
、
農
民
の
商
品
生
產
を
も
促
進
さ
せ
た
。
.都
市
の
中
世
的
な 

.

-'
7
ン
フ
ト
や
經
濟
政
策
杧
對
し
、
.そ
れ
は
よ
り
自
由
に
あ
た
え
ら
れ
た
厨
建
制 

社
會
の
す
き
ま
を
利
用
し
た
。
だ
か
ら
農
村
工
業
や
鑛
山
そ
ハ

|

愚
の
新
し
い
分 

野
.の
醫
は
こ
れ
ら
讓
の
働
き
を
無
視
し
て
は
理
解
し
え
な
い
。
し
か
し
商 

人

は「

意
識
，

J

た
革
命
者
と
し
て
でゆ
な

く

、

逆
に
、
こ
の
世
界
の
肉
を
肉
と
，
 

:

.

六

九
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ニ
ー 

七)



HI

田
學
會
雑
誌
.
V 

:
_

第
苏
十
卷
，
第
3
號
'

七
〇

e 
ニ 

6

し
、
こ
の
:1«
：
界
の
#
を
#

>，す
る
：%
の
と
^
てJ.

.あ
ら
わ
れ
た
<0
，で
^
る
0
>fc 

.か
ら
封
建
制
生
！̂

係
の
未
解
體
と
い.ぅ
事
情
の
下
で
は
、
：
i

資
本
の
高
利 

_

本
：へ
0
轉
化
、
遠
隔
地
商
業
に
お
け
る_
占
化
を
始
め
、.：生
活
必
需
品
の
へ 

投
機
的
商
業
等
が
必
然
化
指̂

.
濃
衬
エ
業
の
ょ:5
;
に
生
產
者
を
從
屬
さ
せ
る’ 

時
も
、
：そ
れ
は
徹
底1>
た
變
革
を
行
わ
ず
生
產
者
を
外
か
ら
：支
配
す
る
。
> さ
ら 

に
、：

大
審
自
身
の
封
建
領
主
化
が
お
こ
な
わ
れ
、
樣
：々
の
經
濟
政
策
に
お
い 

て
都
市
も
中
世
的
な#
か
ら
完
全
.に
腺
却
し
な
か
つ
た
。

：：

か
：K
l>
て
農
民
は
こ 

れ
ら
の
諸
制
限
の
根
源
が
、
，
封
建
制
生
產
關
係
の
殘
存
、
强
化
に
あ
る
.こ
と
を 

し
る
.の
.で
あ
る
。

y
'
.
.

農
民
の
瓶
品
生
産
の
一
王
要
な
部
門

.

::
1

:

1
、

主
穀
生
產
燕
麥
、
ド
イ
ツ
小
麥
、
ラ
イ
麥
、
小
漆
':
'
大
麥
！r

農
民
の
_
建
的
負
擔
の
內
、
貢
租
を
始
め
十
分
の
一

 
'税
ま
で
現
物
が
多
か
つ 

た
こ
と
は
、
こ
の
部̂

で

の
.^
品
生
産
の
發
展.に
對
す
る
大
き
な
障
害
で
あ
つ.
 

た
。
中
部
ド
イ
ツ
で
も
フ
ラ
ン
ケ
ン
、
.西
南
ド
イ
ツ
で
も
重
要
な
の
.は
生
產
物 

'貢
租
で
あ
つ
た
.0
备
地
の
.判
告
集
、■顧
主
の
年
度
，

簿
は
こ
れ
を
示
し
て
い 

(

る
。
だ
か
ら
農
民
は
負
擔
と
自
家I

部
分
を
差
引
い
た
剩
餘
部
分
を
販
賣
す 

る
こ
と
に
な
る
。
し.か
し
東
エ
ル
.ベ
の
外
獨
を
相
手
の.

®
商
業
に
對
し
、
大 

都
市
の
多
い
西
南ド
イ

ツ

、
，ラ
イ
ン
屈
曲
部
か
らス
イ

ス
の
地
方
で
は
地
方
的 

な
範
圃
で
の
か
な
り
の
穀
物
商
業
が
營
ま
れ
H

る
。
，
勿
論
市
場
强
制
に
ょ
る 

自
給
自
足
の
中
小f

が

あ

，つ
た
こ
.

と
は
い
ぅ
ま
で
も
な
い
。：
十
五
世
紀
人
口 

ニ
离
の
シ
ユ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ダ
で
は
司
；
^

內
の
十
分
の
.一
税
が
現
物
で
集
め
ら 

れ
る
一
方
、
外
か
ら
も
穀
物
が
集
め
ら
れ
、
更
に
こ
れ
が
移
出

さ(

れ
た
。.
こ

れ
 

は
こ
の
市
に
限
ら
ず
ラ
イ
ン
河
沿
岸
諸
都
市
に
も
.妥
當
す
る
。
：
，へ
ツ
セ
ン
方 

伯
の
度
重
な
る
移
出
禁
止
令
は1
四
0.
三
年
の
マ
イ
ン
ツ
の
大
司
敎
を
始
め.

(

註
20)

ー
ハ
五
ニ
九
年
の
ヴ
ド
ッ
ト
ゲ
ン
：シ
ラ
タ
イ
ン
伯
等
.の
苦
情
を
あ
び
て
い
る
。

.萆
に
シ
>
レ
ッ
ト
夂
ユ
タ■ッ
ト
ボ
も
^

^

で̂
は
不
足
し
ホ
員
,
農
民
が
商
業 

を
.許
可
さ
.れ
て
い
る
。,ス
イ
ス
で
、は
十
五
世
紀
玄
で
は
き
わ
め
て
制
限
さ
れ
て 

い
た
。
チ
-a
.
丨
；リ
.ヒ
市
で
.は
生
產
者
も
'畫
も
市
か
ら
の
移
出
用
の
販
寶 

を
制
限
さ
れ
て
い
る
。
：し
か
し

一：：

四11

九
年
.の
條
会
で
は
東
、
沖
部
ス
イ
ス
へ 

の
穀
樹
商
業
が
許
可
さ
れ
て.い
る
.。
.但

:L1

四
三
三
年
に
市
參
事
會
は
外
地
の.
 

商
人
に
：は
最
高_
入
額
を
規
定
し
、
市
民.の
み
に
完
全
自
由
を
保
證
し
た
。
し 

か
も
諸
條
令
の
示
す
と
こ
ろ
は
外
地
へ
の
®

も
進
ん
で
い
る
こ
と
を
示
し
て 

IV
S
S L
0
更
に
ボ
ー
デ
ン
湖
畔
北
部
の
，ラ1
フ
エ
ン
ス
ブ.ル
.ダ
、
メ
ミ
ン
ゲ
ン
、 

イ
ズ
モ
イ
、
P
イ
ト
.キ
ル
^
市
等
は
移
出
禁
止
令
を
行
ぅ
こ
^
に
ょ
っ
て
附
近 

の
.農
村
か
ら
の
供
給
で
間
に
合
わ
せ
て
い.る
が
、
こ
こ
.で
も
移
岀
禁
止
令
の
す 

き
ま
を
ぬ
い
敎
會
は
そ:0
現
物
貢
租
を
外
へ
大
量
に.寶
り
出
し
て
い
る
。
■
し
か 

も
湖
畔
南
部
は
外
か
：ら
の
移
入
に
依
存
し
て
い
.る
。
iす
な
わ
ち
十
六
世
紀
ユ
ー 

\

丨
リ
ン
ゲ
ン
市
か
ら.ス
イ
ス
へ
五
0

0

0ツ
エ
ン
ト
ナ
ー
の
穀
物
が
市
場
の 

に
ぎ
わ
つ
た
日
に
は
輸
送
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ヴ
ユ
ル
テ
ム
べ
ル
ダ
.の
穀
物 

の
時
代
を
っ
く
.っ
た
主
役
者
ゥ
ル
ム
市
の
輸
送
高
を

 

一
0
〇
〇
ツ
エ
ン
ト 

ナ
ー
も
超
え
た
相
當
な
量
で
あ？)
2
。
又
二
ユ
ー
ル
ン
ベ
ル
グ
.も
近
隣
の
フ
ラ
ン 

ケ
ン
地
方
、...
，オ
.丨
ス
.ト
.リ
ヤ
、
更
に.テ
ユ
.丨
リ
ン
ゲ
■ン
■か
ら
供
給
し
て
い
る。
' 

中
部
ド
イ
ツ
で
は
エ
ル
フ
ル
ト
が
ル
タ
ー
も
稱
讃
ず
る
程
豐
か
な
穀
物
の
生
產 

地
で
一
四
九
三
年
の
コ
ン
ラ
ッ
ド.
ス
ト
ー
ル
の
囘
想
錄
に
は

「

胃
ジ
夏
、
誰 

.モ
彼
モ
ガ
、.力
：ナ
リ
多
ク.ノ
.穀
物
.ヲ
エ
ル
フ
ル
トカ
ラ」

囘
二
.四
十
、
.五
十
、.

六
十
頭
モ
ノ
馬
デ
、
ケ
ル
ン
ノ
司̂
^
、
.
.ラ
イ
ン
沿
岸
、
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ユ
ヴ
ァ 

、
 

C 
驻
25) 

• 

. 

イ
グ
へ
.>lt
送
シ
テ
イ
ル」

と
あ
る
-.
°

■モ
ル
ヴ
ル
ト
を
は
じ
め
テ

H.

丨

リ
ン
ゲ
ン

で
も
移
出
禁
止.が
十
五
.
六
世
紀
に
し
ば
し
ば
と
ら
れ
る
が

1

五
四
四
年
に
は

自
幽
市
場
と
さ
れ
、.一
五
七一

年
の
大
不
作
の
年
に
は
平
均
の
.四
倍
の
ラ
イ

麥
、
小
麥
が
ヘ
ッ
セ
ン
、
フ
ラ
ン
ケ
ン
、
シ
ユ
ヴ
T
丨
べ
ン
、
ボ
へ
ミ
ヤ
、
フ

ル
ダ
司
^

^
へ
移
出
さ
れ
て
い
る.0
そ
し
て
そ
の
後
し
ば
し
ば
移
出
の
禁
止
が 

(

§

 

.
 

お
こ
な
わ
れ
て
い
る:0
■

•

.

こ
れ

ら

1

を
市
場
に
出
すも

の

に
は
第
一
に
生
胄㈱
員
砠
を
取
り
立
て
る.

グ
ル
ソ
.ト
.
'へ.ル
、.
.特
に
敎
會
關
係
の
支
配
者
ガ.あ
る
0
敎
會
關
係
..c>
'
支
配
^
は

元
來
世
俗
の
亥
酿
者
よ
り
も
自
已
經
營
を
或
る
程
度
殘
し
た
グ
ル
シ
ト
へ
ル
で

あ
り
、.生
産
物
貢
租
に
欒
え
て
後
も
、
貨
幣
收
入
獲
得
の
た
め
都
®

場
で
阪

賣
し
^
い
る
場
合
が
多
い
。
；
ボI
デ
ン
^'
北
部
で
も
禁
止
令
の
..す
き
を
ぬ
 

'つ
■て

大
量
の
穀
物
販
寶
が
敎
會
の
手
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
シ
ユ
ト
ラ
ス
ブ

ル
グ
で
も
^

i

^g
の
十
分
の
一
税
が
移|

の
i

と
し

て
市
場
に
ぉ
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
前
に
指
摘
し
た
。
フ
ラ
イ
ブ
.ル
ダ
で
も
こ
の
よ
ぅ
な
例
が
み
ら.‘

1
奶
。
世
俗
の
領
王
に
し
て
も
十
四
，
五
世
紀
に
出
來
る
丈
生
產
物
貢
租
を
維

.

持
し
、1收
入
源
と
し
よ
ぅ
と
す
石
。
十
四
世
紀
末
か
ら
.ザ
五
世
紀
前
半
の
ヴ.ュ.

ル
テ
ム
べ
ル
ダ
の
ホ.丨
へ
ン
ベ
ル
グ
伯
領
で
も
貢
租
と■十
分
の
.

1

說
が
ド
イ
ツ

小
麥
、
i

燕
麥
で
取
り
立
て
ら
れ
、.こ
れ
が
市
場
で
現
金'に
か
え
ら
れ
て-

い
る
。
 

要
す
る
に
封

德

的
危
機
に
衡

す
る
グ
ル
シ
.ト
ぐ

ル
'の
^
應
策
と
.じ
て
生

產
1

代
の
維
持
と
そ
の
市
場
で
の
販
賣
は
重
要
な
意
義
を
も
.つ
て
い
た

の

で

あ
り
、.當
時
し
ば
し
ば
荇
わ
れ
た
穀
物
投
機
に
も
璺
俗
の
グ
ル
：シ
ト
へ
ル
が
參

加
し
'て
い
る
。
：
'
.
:

■

,
: ノ

' 

:
.
'
.
'
:

ン
：'
:
:シ
，

.
'

第
一
一
に
大
都
市
が
あ
げ
ら
れ
る
。
大
都
市
は
十
四
，
五
世
紀
に
大
方
近
邊
の

.

村
.々
を
自
B
0-
,
^
-̂i
l
し
、
，公
私
.に

わ

；た

る

地

主

は

壓

倒

的

に

生

^

^

！
具
租
を

耍
求
し
て(

|
奶
。
ェ
ル
：フ
ル
ト
で
は
市
民
が
.季

渚

を

や

と

つ

て

穀

物

生

、
驻
1
ノ

產
を
行
つ
て
い
る
例
が
あ
が-o
こ
の
！̂

は
十
五
世
紀
拟
來
の_

の

設

立

と
' 

ド
イ
グ
農
民
戰
爭.の
歷
史
的
意
義'(

上)

結
び
っ
い
て
お
り
、
都
市
が
增
大
す
る
人
口
に
對
し
、
.穀
物
の
供
給
を
安
定
さ 

せ
、.
不
作
、
：戰
爭
等
か
ら
起
る
飢
饉
を
防
ぐ
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
だ
か
ら
ヶ 

ル
ン
、

ュ
ー
ル
ン
べ
ル
グ
、
、
'
C
Iゼ
ル
、
チ
ュ
1
リ
ヒ
等
大
都
市
で
例
外 

な
く
建
'て
ら
れ
て
ハ
 
1况
。

一
四
八
ニ
年
に
ニ

.

ュ
ー
.ル
ン
•ベ
.ル
ダ
市
で
は
八
力
月 

'も
こ
の
穀
倉
か
ら
市
民
に
穀
物
を
供
給
し
た
が
、
そ
の
價
格
比
市
場
の
價
格
を 

十—

ニ
十
五
パ
':丨
セ
ン
>
下
ま
わ
っ
た
冰
の
だ
っ
た
。
し
か
し
ヒ
れ
は
し
ば
し 

.‘ば
投
機
の
對
象
と'な
り
、
富
裕
な
パ
ン
燒|

*
、
製
紛
1

、
市
民
、
そ
れ
に 

都
市
^

^
ひ
領
主
で
あ
.る
都
市
當
局
、
聖
俗
の
グ
ル
ン
ト
へ
ル
等
が
こ
^'
に
 

參
加(

し
过
。
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ダ
の
有
名
な
商
人
ル
ン
テ
ィ
ン
ガ
ー
も
一
四
三 

.
八
年
買
占
め
を1>
て
^

^
す
る
も
の
：に
市
場
價
格
奴
下
で
賣
っ
て
い
る
。

一.
五 

• 
一一
 
ニ
年
の
帝
國
議
會
で
枕
商
人
が
金
貸
を
し
、
穀
物
、
'
葡
萄
酒
そ
の
他
の
賈
占 

.
'め
：を
や
る
'と
い
ぅ
苦
情
が
で
て
^
^
。
こ
れ
ら
の
都
市
の
穀
物
政
策
と
投
機
は 

都
市
に
.お
け
る
貧
民
の.
#大
と
も
深
く
結
び
，っ
い
て
い
る
。

'

さ
.て
最
後
.に
直
接
生
產
者
が
.封
謙
的
負
擔
と
自
家
消
費
部
分
を
差
引
い
た
剩 

餘
部
分
^£

場
で
販
賣
す
る
。
當
時
のi

の
收
權
量
は
處
に
ょ
っ
て
大
分
異 

る
が
、
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
で
，は
小
麥
が
十
六
世
紀
に
十
年
の
平
均
で
四

•

四
ニ 

•:
倍
の
收
獲
飞
あ'づ
た
。：：最
高
は
五
，
三
九
。
ラ
イ
麥
は
十
一
年
の
平
均
四

•

五 

:
,ー：
、\'
最
高
六
.
3
1ー。
ノ
燕
麥
は
三
士'ー
年
® 

一
 

五
、最
高
七
.
六
七
、 

.最
低
：

I
'

.
三
六
倍
で
あ
：っ.た
。
最
後
の
場
合
に
は
最
初
の
五
年
間
の
平
均
三

*

..

四
三
：に
對
し
最
後
の
五
年
は
一
：

1
,

六
四
と
い
ぅ
不
作
を.い
れ
て
も
四
•
八
倍
と 

增
大
1>
て(

|

.̂0.
5

イ
，
.エ
.ル
.ン
で
も
平
均
大it
g
j倍
で
灰
り
、
.豐
沃
な
處
に
ょ 

つ
て
ゆ
八—

十
倍
、
十
丨
十
四
倍
に
達
し
た.と
こ
ろ
も
あ
る
。
さ
ら
に
ス
イ
ス 

工
グ
リ
ス
；,
ィ
ル
村
に
お
い
て
は
、
>'
;^
义
小
麥
が
十
四
世
紀
：に
ず
で
に

HI 

• 

J 

■九
"

一
六1.

一
一
七
年
に
は
十
；

四
六
借
と
な
っ
て
い
て
ド
イ
ッ
ょ
り
も
收
穫
率

七
：

1 

an.

九)

，
■



•

三
田
學
會
雜
誌
第
五
十
卷
，
第

三

號.'

、£
9) 

• 

：
 

- 

■ 

*

:
は
は
る
か
に
■よ
い
。
と
も
か
く
こ
の
時
期
に
お
い
て
徐
々
：に
生
產
量
が
上
昇
し 

づ
っ
あ
O'
た
が
、
：と
れ
ば.

の
_
約
化
、
；
肥
料
の
利
用
等
に0:
8
^
:
.
こ
ぅ
丄 

.て
收
獲
量
が
緩
慢.に
增
大
す
る
：

一,

方
、.主
穀
生
產
は
：三
重.の
意
味
で
.不
利
で
あ 

.つ

.た
。
：第
..一.に
封
建
的
な
地
代
た
る
貢
租
が
主
穀
生̂
^
を̂
、36
と
.し
て
'い
.る
こ
. 

と
で
あ
る
0

®

1に
主
穀
は
農
民
の
基
本
的
な
生
活
手
.活
手
段
で
あ
っ
た
か
ら 

剩
餘
部
分
は
益
々
少
く
忽

た
。
：：：

b

'」

丨 

销
一
ー

1

に
樣
々
の
制
限
が
存
在
す
る
。
：都
市
の
市
場
強
制

：(

先
賀
權)

■、.

價
格 

i

貯
藏
政
策
と
投
機 

>
.都
市
、
.ラ
ン
デ
.ス(

ル
の
移
出
禁
止
等
が
そ
れ^. 

あ
る
。
十
五
：,*
六
世
紀
コ
ン
が1タ
ン
ッ
市
に
は
穀
倉
以
外
で
.商
取
引
さ
せ
な
い 

K
o
m
h
a
u
s
z
w
a
n
g

が
あ
.つ
た
。

こ
れ
に
十
四
世
紀
後
半
來
の
べ
ス
ト
に
よ 

る
人
口
の
，

g
l
)

も
影
響
し
て
の
價
格
は
十
四
世
紀
後
半
か
ら
十
五
世
紀
.に 

か
け
て
下
っ
た
。
フ■.ラ
ン
ク
フ
ル
：>
で
は
，ブ
三
七
〇
年
か
ら
九1
1ー
年
ま
で
に
ラ
，
 

ィ
麥
は
三
分
の.一
一
：
か

た

下

つ

.

て
い
る
し
、燕
麥
も
小
麥
も
同
じ
く
下
り
、
九
.〇
年 

か
ら
一
四
三
〇
年
ま
で
は
餘
り
變
化
な
く
、
—*
.四
七
五
.年
ま
で
ま
.た
下
り
、
一
四 

七
五
年
以
来
上
昇
し
出
す
。
こ
の
價
格
の
運
動
は
穀
物
讓
の
發
展
に
よ
る
價 

格
の
平
均
化
と
、.投
機
、
貯
藏
、
價
格
規
制
等
に
よ
る
價
格
壓
迫
の
結
果
で
+ あ 

る
。
だ
か
ら
自
由
な
穀
物
の
販
賣
は
.メ
ミ
ン
ゲ
ン
、

テ
.
ュ

丨
リ
ン
ゲ
ン
等
主
穀‘ 

生
產
地
で
の
農
民
の
切
實
な
耍
求
で
あ
^

^

し
か
し
農
民
の
中
で
も
最
も
確 

.實
に
剩
餘
部
分
を
賣
り
に
出
せた
の
は
富
農
で
あ
る
。
こ
れ'に
對
し
、
'中
位
の 

も
の
に
つ
い
て
は
不
作
の
年
に̂

^
を
貸
し
出
す
と.と
^
ヴ
'
>
_ル
テ
'ム
.べ
'ル
グ
，
 

の
ラ
ン
デ
ス
へ
ル
が
計
畫
し
て
お
り
、
不
安
定
で
.
あ
つ
.
た

こ

と

を

示

し

て

い

る 

し
更
に
！！̂

貧̂
し
い
も
の
に
は
與
え
て
し
ま
ぅ
こ->
に
な
0
て
い
>̂
-。

エ，
ル
..フ 

ル
ト
近
邊
の
貧
農
は
市
で
必
要
な
パ
ン
を
賈
っ
て
い
る
が
、

一
般
に
は
村
落
內 

で
も
購
入
し
て
い
た
。
さ
て
この
よ

5

な
生
穀
生
產
の
不
利
は
葡
萄
そ
の
他
の

セ

0
三
〇)

商
品生

！
®

の
：栽
培
の
主
穀
生
產
へ
の
壓
迫
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
葡
萄
に
つ 

い
て
は
テ
ィ
ロ
ル
の
ニ
四0
四
年
，の
地
切
條
令
で
^
領
主
め
許
可
な
く
し
て
葡 

萄
畑

.を
擴
大
す
石

'
こ

と

：
を

禁

じ

：
弋

_
い

骑

^
:
十
五
世
紀チ

h

丨
リ
ヒ
市
も
そ
の 

禁
制
區
域
內
で
主
穀
生
產
を
壓
迫
す
る
よ
ぅ
な
荊
萄
栽
培
を
禁
止
し
て
へ 

ラ

：イ
ン
沿
岸
で
も
葡
萄

9

栽

培

.に

よ

り

主

穀

生

產

が

制
限
ざ
れ
て(

|

对

。

大
麥
. 

に

つ

.い

て

は
ル

ー

タ

ー

が主
穀
生
產
を
壓
迫
し
てい
る

こ

と

をな
げ
い
て

い

る

。 

し
.か
し >」.

の
.よ
ぅ

な
轉
換
は
餘
り
過
大
に
評
價
で
き
主
穀
生
產
と
同
時 

に
畝
の
：間
に
葡.萄
栽
培
を
す
る.と

か
.(

ボ

ー

デ
ン
.湖
畔
の

メ

ー
ル

ス

ブ

ル

ダ

の
 

細
2̂:

開

墾

地

も

し

く

は

共

有

地

の

圍

込

み

等

を

そ

れ

に

當

て

る

こ

と

も
多
か

? V:.

.ニ
、.
葡
萄
、.葡

萄

酒
.
V 

•

葡
萄
酒
は
十
二
世
紀
來
重
要
な
商
品
生
震
で
あ
り
、
そ
の
需
要
は
都
市
の 

嘗

、，
外
國
へ
の
輸
出
等
に
よ
り
增
大
し
た
。
テ
ィ
口
ル
で
は

j

四
一r

五
年
イ 

.タ
リ
ヤ
へ
輸
出
の
關
税
を
か
げ
ら
れ
る
商
品
の
內
に
葡
萄
酒
が
あ
り
、
特
別 

低
率
の
關
税
で
保
護
さ
れ
て
へ|
沾
。
ま
た
ケ
ル
ン
は
葡
萄
酒
の
®

の
中
心
地 

で
、
ケ
ル
ン
か
ら
英
國
に
も
大
量.に
輸
出
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
.た
め
收
獲
時
に 

は
ケ
ル
ン
か
ら
ラ
イ
ン
流
域
に
貴
占
人
が
出
か
け
，
。
®

^

と
し
て
は
ラ
イ 

•

ン
を
下
るn

丨
ス
と
イ
タ
リ
ヤ
へ
の
コ
ー
ス
が
あ
つ
た
わ
け
で
あ
る
。
從
つ
て 

ラ
イ
ン
流
域
こ.そ
葡
萄
栽
培
に
最
も
有
利
な
地
方
で
あ
る
。
；
そ
の
他
オ
-
ス
ト 

リ
ヤ
、
テ'ィ
ロ
ル
、
ス
イ
ス.等

で
■'
%
栽
培
さ
れ
て
い
^

葡
萄
栽
培
が
主
な
地 

方
で
は
葡
萄
酒
で
の
貢
租
が
要
求
さ
れ
る
し
、

.

.

.
分
益
小
作
.

(

折
中
も
し
く
は
三 

分
の
，
一を
領
主
が
と
る)

‘も
多
か
つ
た
。
';
'ホー

デ
ン
湖
畔
の
メ 

!
ル
.ス
ブ
ル
ダ 

布
近
邊
で
ば
分
益
小
作
が
多
か.つ
.た
。
こ
れ
ら
の
栽
培
地
は
士
亍
四
佌
紀
以 

.後
開
懇
し
た
森
林
、
荒
蕪
地
等
が
多
く
、
十
五
•
六
世
紀
に
も
こ
の
.種
の
開
塾
が

f

注
7 )

お

こ

な

わ

れ

て
.
い
か
。
安

配
者
側
の
栽
培
につ
少
て
は
前
に
の
ベ
た
が
、
チ
ュ 

1

リ
ヒ
市
の
裁
判
管
區
の
グ
リ
ュ
ニ
ン
ゲ
ン
の
^

民
は
一
四
四
一
年
の
陣情
書 

の
中
で
チ
ュ
ー
リ
ヒ
市
の$

4
會
が
新
し
3̂
葡
萄
の
假
植
を
禁
止
し
、
葡
萄 

摘
み
ま
で
許
可
制
に
し
て
い
る
と
訴
え
て
於
。
さ

ら(

成
.
萄
壓
拽
所
は
領
主 

の
建
設
し
た
も
の
を
使
用
さ
せ
ら
れ
、
使
用
料
を
と
ら
れ
が
が
葡
葡
酒
は
主
穀 

よ

り

も

商
品
化
し
易
く
、
こ
こ
に
主
穀
生
產
K

迫
の
傾
向
も
生
ま
れ
て
く
る
の 

で
あ
る
。
'し
が
しこ
れ

も
債
格
規
制
の對
象

と
な
つ
.た
し
、
賈
占
商
人
の
投
機 

も
お

こ

な

わ

れ

、
價
格
も
十
.四
.
十
五
世
紀
に
か
け
て
下00
て
い
る
。
ま
たこ 

の
部
門
で
も
農
民.と
共
に
領
主
が
販
寶
市
場
に
現
れ
て
い
る。

_

三
、
え
ん
ど
う
、
か
ぶ
、
た
ま
ね
ぎ
、
野
菜
類
、
菜
種
、
ご

.ま
、
け

し

の

種
、 

果
物
、
大
麻
、
亜
麻
、■犬
靑
、
扁

豆

+ハ

■

こ
の
內
大
麻
、0
0
,

大
靑
を
除
い
て
は
局
地
的
も
し
く
は
地
方
的
市
場
で
. 

販
賣
さ
れ
る
生
產
物
で
あ
る
。
..十
五
世
紀
に
フ

ラ

ン

ク

フ

ル

ト

•
ア

ム

，マ
ィ 

ン

か

ら
@

日
で
る
市
場
船
の
他
に
マィ
ン

ッ

や

ビ

ン

ゲ

ン
の
'

_

あ

て

に

鲦

菜 

船

(

た
ま
ね
ぎ
、
野
菜
、か
.
ぶ
等

)

が
で
て
い％
。

こ
れ
ら
の
栽
培
は
第
：一
に 

菜
園 K

r
a
u
t
g
a
r
t
e
n
,

 G
a
r
t
e
n

 

も
しv

は
圍
込
み
地 Lsnder,. Biiad- 

ten, .
E
i
n
f
H
u
g
e

で
行
わ
^
が
。
こ
れ
ら
.は
村
落
に
密
接
し
て
い
て
特
別
集 

約
的
な
經
營
が
な
さ
れ
た
。
だ.か
ら

三
i

の
耕
作
强
制
外
に
あ
つ
た
わ
け
で 

あ
る
。
と
く
に
十
二.
三
世
^
^
双
の
八
ム
豸
地
の
開
墾
と
圍
込
み
吣
よ
つ
て
栽 

培
す
る
こ
と
も
多
く
、
：完
全
に
猛
有
化
し
て
い
な
い
.場
合
も
あ
つ
た
。
第
二
に 

夏
ま
き
主
穀
と
の
混
合
栽
培

(

葡
萄
の
ょ
う
な
-''
も
し
べ
は
直
：ま
き
の
主
穀 

の
代
り
に
栽
培
す
る
方
法
が
と
ら

1

た
o
こ
と
に
混
合
栽
培
.は
今
日
ま
で
み
ら 

れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
第

1

ニ
に
休
闕
地Br

a
c
h
e

が
あ
る
。
こ
と
に 

瓯
麻
、：
大
麻
、
え
ん
ど
う
、か
ぶ
、
や
は
ず
え
ん
'、

ど
う
等
が
栽
培
さ
れた
。
一
兀

ド
イ
ツ
農
民
戰
爭
の
歴
史
的
意
義

(

上)
.

：

來
休
閑
地
を
保
っ
こ
と
は
生
產
力
の
水
準
か
ら
不
可
缺
の
こ
と
で
あ
っ
た

が
、 

休
閑
中
の
鍬
入
れ
を.一0

$

ー
囘
に
增
や
し
た
り
、.こ
れ
ら
.の
作
物
が
鍬
仕 

事
の
.入
用
な
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、.家
普
の
飼
料
に
な
り
栽
^
によ
り

地
味 

の
こ
え
る
え
ん
艺
う
類
や
必
要
性
の
增
大
し
っ
っ
あ
っ
た
^
な
ど
が
休
閑
地
の 

j

部
分
を
.圍
い
と
.ん
で
栽
培
さll

i
。，

こ

と

に

開||
地

や

圍

込

地

の

不

足

等

に 

よ
り
十
五
世
紀
域
来
.こ
の
よ
う
な
齋
か
办
な
休
閑
地
利
用
が
個
々
の
地
方
で 

i
l
,

グ
ル
ン
ト
へ
ル
、及
び

共
同
體
か
ら
禁
ゑ
豸
し
く
は㈣
^

を
う
け
て
い 

る
。
'
 
十
五
.
.六
世
紀
頃
の
.シ
ュ
.ヴ
T
I
ベ
ン
の
^

^

*に「

'^
pi
il
二
扁
哀
ヲ 

ウ
エ
シ
モ
ノ
一 

ポ
シ
ド
ヲ
フ
オ
ー
ク
ト
へ
支
拂
ウ
ベ
シ.

」

と
あ
る
し
、
フ
ラ
ウ 

ン
ロ

ッ
ホ
村
で
は

「

何
人
モ
以
後
休
閑
地一
一ヵ
ブ

ト
亜
麻
以
外
ノ
モ
ノ
マ
ク
べ 

.カ

ラ

ズ」

と

| |)

。

こ

と

に

麻

は

ラ

イ

ン

タ

ル
、
テ
ュ
ルガ

ウ
、

ト
ッ
ゲ
ン 

ブ
ル
ダ
、
ザ
ン
ク
ト
ガ
レ
ン
、
シ

H

ヴ
ァ

ー

ベ
-ン
、

エ
ル
ザ
ス
、テ
ィ

ロ

ル
の 

エ
ッ
.ッ
、
ビ
ッ
ッ

タ

ル

、
等
に
お
い
て
農
村
工
業
のi

と

結
び
っ
い
てそ
の
 

生
產
も
增
大
し
て
い̂

。̂

事
實
ザ
ン
ク
ト.
ガ

レ

ン

地
方
で
は
一
五
四
ニ
年 

に
年
十
萬
グル
デ

ン

の
麻
糸
が
農
村
か
ら
賈
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
土 

地
を
%-
:っ
.す
べ
て
の
も
の
が
麻
栽
培
を
や
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
休
閑
地
だ
け 

で
な
く
開
墾
地
、
圍
达
地
さ
ら
に
は1

を
も
犠
牲
に
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で.
 

あ
ろ
.う
。
現
に
.マ
イ
ャ
ー
の
持
分
地
で
亜
麻
の
貢
租
を
狒
っ
て
栽
培
し
て
い
る 

例
が
統
沾
。.だ
.か
ら
休
閑
地
利
用
に
..よ
る
改
良
的
な
三
圃
農
法
は
決
し
て
急
連 

に
實
現
さ
れ
た
：も
の
で..な
く
、
長
い
過
程
を
ベ
て
十
八
世
紀
に
實
現
さ
れ
た
も 

の
で
あ
る
。
休
閑
地
に
お
け
る
共
同
の
放
牧
權
、
こ
と
に
領
主
の
放
牧
權
は
大 

ぎ
な
障
害
で
あ
っ'た
。領
主
の
同
意
众
む
に
は
休
閑
地
の
利
用
は
あ
り
え
な
か 

っ
た
。
ま
だ
領
主.の
牧
羊
ぞ
、
：新
し
'い
作
物
か
ら
の
十
分
の
一
税
も
大
き
な
障 

害
.を
な
し
て
い
.た
。
だ
か
.ら
そ
.の
意
義
を
認
め
る
と
共
.に
、
過
大
な
評
價
を
し

七

(

ニ 
ニ 

一)



三
.田
學
會
雜
誌—

.第
五
：十
：

卷
：：.：

第
三
號
.

，

.
，

'

_

) 

.

.

.
;*
- 

て
は
な
ら
な
い0
大
靑
に
つ
い
て
は
エ
ル
フ
ル
ト
近
邊
の
四
九
力
村
で
.四
.三
四

四
と
四
分
.の
一
ア
ツ力

-:

の
土
地
が
.そ
の
栽
培
に
使
甩
さ
れ
て1
驻|》

-

ゥ
ル
ム
で
の
麻
の
大
量
販
賣
に
シ.'

H

ヴ
ァ
ー
ベ
ン
*
方
の
修
M
畠
が
參
加
し

て
い
：る
こ
と
は
こ
の-M

で
^

！
民
.の
小
商
品
生
產
へ
のi

が
存
在
し
て
.い

.た
こ
と
を
意
味
す
る'.
0

■

四
フ
■

、
麗

：
 

•

.

牛
、
馬
、
'羊
、
.豚
が
.畜
產
の
鄴
象
で
あ
り
、
麗
'に
は
ミ
ル
ク
、

バ
タ
ー
、

• 

チ
.丨
ズ
、獸
脂
等
が.あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た.羊
毛
も
重
要
な
商
品
の/1

つ
で
あ
る
.
0 

馬
は
騎
兵
、
輸
邊
、
農
業
用
に
用
い
ち
れ
、
領
主
の
自
B
經
營
が
多
か
^
0
9 

W

&
役
獸
と
し
て
も
よ
り
重
要
で
あ.つ
た
し
、
，
乳
牛
と
し
て
も
需
要
は
多
か 

つ
た
？
ア
ル
プ
ス
地
方
の
よ'5
,な
^

^
經
營
の
と
こ
ろ
で
は
、.こ
れ
ら
^
產
酪 

農
の
役
割
は
大
き
か'0
ゼ

.0
ミ
ル
ク
、
パ
タ
|
、
チ
|
ズ
、
獸
腊
等
は
貢
租
と
し 

て
と
ら
れ
て
い
る
。77
ユ—

リ
ン
ゲ
ン
地
方
の
ブ
ツ
ト
シ

H

テ
ツ
ト
市
は
ラ
イ 

.ン
、
.フ
ラ\

ケ
ン
、.
東
ド
イ
ツ
か
ら
商
火
が
集
る
家
|
田
市
場
で
あ
つ
た
吒
十 

.六
世
紀
に
牛
、
馬
、
羊
、
豚
が
相
賞
里
阪
寶
さ
れ
て

(

|
奶
。
十
五
世
紀
以
来
家
畜 

の
不
足
、.食
肉
の
不
足
が
お
こ.り
、
移
出
禁
止
、
歲
市
で
の
販
賣
强
制
が
規
定 

さ
れ
始
め
る
。
し
か
も
こ
の
部

£

で
も
投
機
が
行
わ
|

¥

こ
の
よ
う
な
投
機 

1

の
中
に
.は
苽
民
の
他
に
パ
イ
エ
ル
ン
の
シ
工
ル
デ

ィ

ン

ダ
の
^
^
の
よ
う 

に」

四
九
九
年
に
ニ
十
四
人
の
使
麻
人
を
便
用
す
る
ほ
ど
の
も
の
が
出
て
き
て 

い
る
。
農
民
的±
地
保
有
の
成
立
に
俘
い
小
規
摸
な
家
畜
_
罾
が
行
わ
れ
る
よ 

う
に
な
る
。
本
來
大
規
模
な
自
已
經
營
を
し
て
い
た
領
主
も
、
：
牧
場
を
小
作
に 

出
し
收
入
源
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
も
多
か
つ
が
。
た
と
え
ば
十
六
世
紀
に
テ 

ユー

リ
ン
ゲ
ン
で
はラ
ン

デ

ス

へ
ル
直
營
の
羊
、M

ヰ

、

厥
は
分
益
小
作
の 

形
で
、
農
民
に
そ
の
經
營
を
大
部
分
ま
か
せ
て
い
る
。
そ
し
て

X
.

タ
f
、
チ
I '

.
..
/

'

七
四 

C 
ニ
ニ
ニ)

:,
ズ
の
貢(If)

他
に
牧
場
の
賃
貸
料
、
收
益
の
三
分
の
一
か
ら
四
分
の
一
を
取
り 

立
て
て
い
る
。
收
羊
は

1

ス
イ
ン
河
上
流
、
シ
：
ュ
ヴ
ァ
ー
べ
ン
、
フ
ラ
ン
ケ
ン
t 

方
で
^
!

s

っ〕

た
が
、
こ
'こ
で
は
グ
ル
ン
ト
へル
、
こ
と
に
敎
會
が
大
經
營
を
組
織 

し
；て
い
る
。
た
と
え
ば

一

四
〇
九
年
フ
ラ
ン
ケ
ソ
の
シ

'
H

テ
ッ
テ
ン
村
の
判
吿 

書
に
は「

我
ガ
尼
僧
院
及
ビ
ソ
ノ
經
承
考
ハ
牧
羊.ノ
權
利
ヲ
有
ス
、
他
ノ
何
者 

モ
.コ
レ
：ヲ
有
セ
ズ

」

と
あ
る
.し
、
.一
四
九
九
年
の
ヴH

ッ
テ
ラ
ゥ
の
カ
ル
プ
村 

の
.判
吿
嘗
に
ょ
る
と
マ
ル
タ
に
は
共
同
で
飼
っ
て
い
.る
羊
の
群
の
他
に
一
人
の 

牧
師
が
一
一
一
五
〇
頭
の
牧
羊
を
許
可
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
敎
#
支
配
者
は
當 

然
羊
毛
市
場
で
大
量
販
賣
を
行
っ
た
。
フ
‘ラ
シ
ケ
シ
の
メ
ル
ゲ
ン
ト
ハ
イA-
の 

―■•
五
一
一
五
年
四
月

十
八
日
の
農
民

陳
情
書
に
は
領
主
の
牧
羊
が
菜
園
、
葡
萄
畑
、 

牧
fi
m
p)

を
荒
し
自
分
達
の
家
畜
を
飼
ぅ
こ
と
が
出
來
な
い
と
い
ぅ
苦
情
が
入
つ 

■て
い
る
。
最
後
に
豚
は小
農
民

經
營
の
副
業
と
し
て
最
も
廣
範
に
び
ろ
ま
っ
て 

.

.い
た
し
、
食
肉
に
す
る
點
で
需
要
も
大
き
か
っ
た
が
、
こ
れ
に
は
酹
の
實
そ
の 

他
の
堅
果
類
が
飼
料
と
な
る
關
係
上
、
森

林

の

利

用

を

必

要

と

領

主

も 

ま
た
或
る
程
度
の
启3
經
營
も
行
つ
て.い
る
の
で
あ
つ
て
、

一
四
一
九
年
マ
イ 

ン
-<
0
ビ
ル
.ゲ
ル
村
の
判
吿
書
に
は
.

「

懈
ノ
實E

c
k
e
r

多
量
.ニ
ァ
ル
ト
キ
ハ
、 

我
等
が
主
君
三
十
一一

頭
ノ
豚
飼
育
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
べ
シ

」

と
—

)

。
十
五
•
六 

世
紀
.の
グ
ル
ン
ト
へ
ル
、
ラ
シ
デ
ス
へ
_|ル
の
森
林
規
制
は
鑛
此
業
の
發
展
と
結 

び
つ
.

か

嚴

し

く

な

る

が

、

こ
れ
.
は

農

民

の
膝
飼
育
に
と
っ
て
も
大
き
な
障
害 

と
な
っ
た
。.
領
主
の
森
林
規
制
へ
の
農
民
の
闘
い
の
中
に
は
當
然
こ
の
間
題
も 

含
ま
れ
た
に
違
い
な
い。

':
、

.

.

五
、
：‘
農

村

9
業

•

:

西
南
ド
イ
ッ
の
地
方
的
な
經
濟
圏
に
は
十
四

—

十
六
世
紀
に
農
村
工
業
で
一 

つ
の
繁
榮
の
時
期
が
っ
く
り
だ
さ
れ
て
い
つ

た

。

そ
れ
は
ラ

イ

ン

河
上
流
か
ら

南
は
ザ
ン
ク
ト
，
ガ
レ
ン
、
ア
ッ
ペ
ン
ツ

H

ル
、
テ
ュ
ル
ガ
ウ
、
北
は
ド
分
ウ

河
、
レ
ヒ
河
、
ア
ル
ゴ
イ
の
ア
ル
。フ
ス
ま
で
の
比
較
的
狹
い
地
域
で
あ
つ
た
。

と
く
に
こ
こ
で
は
綿
織
物
、
麻
織
物
、
バ
ル
ケ
ン
ト
織
^
^

絹

^

^

工

業

が

營

'

ま
れ
て
い
た
。.綿
織
物
は
エ
ス
リ
ン
ゲ
ン
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
グ
ク
ト
リ
卜
ル
、
東

ス
イ
ス
等

で

..；
！？)
0
o '
-
麻
の
地
方
は
西
南
部
の
ボ

ー

デ
ン
湖
畔
諸
都
市
と
そ
の
近

邊
が
中
心
で
'あ
つ
た
。
す
な
わ
ち
；コ
.ン
ス
タ
ン
ツ
、
ザ
：

x

タ
ト
.；ガ
レ
ン
、
イ
ズ

―

イ
、
ビ
べ
ラ
ッ
ハ

^
で
.あ
る
。
こ
の
工
業
はこ
の̂

方
の
大

ic
、

亜
麻
の
栽

.
培

を

基

礎

に

し

て̂

^

 

.
さ

ら

に

パ

ル

ケ

シ

ト

織

物

は

北

東

の

ウ

ル

ム

、
T

,
ウ

■

グ
ス
ブ
ル
ダ
、
メ
ミ
ン
ゲ
ン
、
ラ
ィ
フ
土
ン
ス
ブ
ル
グ
、ネ
ル

^:

リ
ソ
ゲ
ン
、
そ

:
 

-

i

y
 

れ
に
フ
ッ
ガ
ー
家
の
掌
握
し
た
ヴァ
イ

セ
ン
ホ
ル
ン
、.ブ
ル
ガ
ウ
等
.で
あ
る
。.

麻

は

原

料

が

地

ー

兀

，
で

生

產

さ

れ

る

關

係

で

十

三

世

紀

に

#

で

に

イ

タ

リ

ヤ

の

.ゼ

ノ
ア
、'

.

フ
ラ
ン
ス
の
シ
‘ャ
ン
パI
一一
 

ぅ
等
..に
出
現
し
て
い
る
。
十
四
世
紀
後
半

に
は

ホ
㈱

が

イ

タ

リ

ヤ

を

通

じ
て
導
入
さ
れ
.た
。
十
六
世
紙
に
は$

は

ド
イ

ツ
國
內
は
勿
論
、
イ
タ
リ
ヤ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ア
フ
リ
カ
、

.
ス
ペ
イ
ン
、

ハ
ン
ガ

リ
ヤ
、一ポ
I
ラ
X

■ド
に
ま
で
擴
大
す
る
。こ
こ

に

有

名

な

ラ

ー

フ

ェ

ン

スブ
ル

グ
會
社
を
始
め
、
こ
れ
ら
の
織£

偏
を
取
极
ぅ
商
事
會
社
は
ザ
シ
ク
ト
■
•ガ

レ
ン

だ

け

で

六

+
.
、ア
ッ
.
ぺ

ン

ツ

ェ

ル

が

三

十

、
.：
チ

、ュ' 

I 
■リ
ヒ

は

兰
丨
五

十
、

.

ヴ

ィ

ン
.
タ

ー

ト

ゥ

ア

に

ニ

十

と

い

つ

た

ょ

ぅ

に

靡

大

众

數

に

の

ぽ

つ

た

。

こ

れ

.

ら

は

皆

本

で

あ

る

と

共

に

、
前
貸
制
度
に
ょ
つ
：て
生
產
者
を
自
已
の
下

に

從

屬

さ

せ

て

た

。.
原
料
綿
を
輸
入
す
谷
バ
ル
ケ
ン
ト
で
は
そ
の
從
屬
度 

:

(

g£
:0
0〕

は
大
き
か
つ
た
。
問
題'は
こ
れ
ら
の
農
村
の
織
工
、
紡
糸

H

等
直
接
生
産
者
と.

本
と
の
關
係
に
あ
る
。
第
一
に
農
村
の
富
裕
な
小
企
響
が
お
り
、
：
-

 

自
B
の
；

i
*

で
直
接
農
村
の
織H

に
前
貸
.

.

を
す
る
。
.
そ
れ
は
前
貸
と
同
時
に 

自
ら
も
ニ
、
三
十
入
程
の
力
を
も
つ
小
マ
ニ

x

フ
ア
ク
チ
ュ
ア

f abrik. 
二
を
營
む
も
の
であ
る

0
1;し
.か
し
.こ
れ

ら

は
後
に
®

W

本
の
下
に
仲 

介
商
人
的
な
役
割.を
演
ず
る
ょ
ぅ
に
な
る
。*彼
ら
はB

a
u
e
r
&
e
r
r

と
い
つ

た
名
稱
を
あ
た
え
ら
れ
て

(

ぱ

。
第
二
に
家
計
支
出
の
補
助
の
た
め
農
耕
と
® 

業
を
行
ぅ
中
位
の
生
產
者
が.い
る
。：
彼
ら.は
農
業
で
全
く
窮
迫
し
き
つ
て
い
る.
 

わ
け
で
は
な
く
、
住
家
を
エ
場
と
な
し
、
隣
人
と
共
同
さ
え
し
.つ
つ
營
む
小
經 

營
の
農
民
で(

き

0;
;
>-
>

」

れ
ら
0:
'
|
1
|
^
本
の
下
へ
'の
從
屬
は
完
全
な
も
の
で
は 

な
い
0
:第
.
1ー.
1
'
に
土
地
を
全
く
持
た'ぬ
か
、.若
干
の
土
地
-(

往
々
に
：し
て
ー
モ
ル 

ゲ
ン
，に
も
達
し
な
：い'

)

'し
か
持
た
ぬ
貧
農
、
若
し

v

は
農
村
塵
者
が
い
る
。 

彼
ら
の
從
®
度
は
も
っ
と
も
き
つ
く
、
農
村
企
業
家
の
小
マ
ニ
ュ
の
^
^
力
の

源
衆
%.
:こ
こ
に
あ(

?

^
-.
0
-時
代
.は
卞
る
が
、;
ー.七
八
〇
年
ア
ル
ト
.
テ
ィ
ロ
ル 

に
は
そ
の
土
地
で
生
計
を
：ま
か
な
え
る
四
六
〇
〇
〇
の
農
民
と
附
加
的
な
仕
事 

を
必
要
と
す
.る
小
屋
住
六
1

0
〇
〇
人
が
，：い
た
。
特
に
西
北
部
で
は
小
農
民
が 

.

.

.

.
さ
ら
に
チ
.
'
‘
ュ
丨
リ
K
の
ヴ
.ェ.丨
デ
ン
ス
ヴ
ィ
ル
で
も
土
地
を
持
た
ぬ
家 

計
五
九
九
、
.一.モ
ル
：,
シ
に
達
し
な
い
土
地
し
か
も
た
ぬ
.も
の
七
从
六
に
の
ぼ 

つ
て
い
る
。

一
七
七
ニ.年
の
總
人
.ロ
八
一
一
七
七
人
で
あ
る
か
ら
、

一
戶
四
人
と 

.

し
て
も
約
ニ
〇
〇
〇
戶
、
先
の%'
の
の
合
計
ー
三
八
五
戶
で
全
蹬
の
戶
敷
の
六
'

割
五
分
を
古
办̂

い̂

。
.か
く
レ
て
'こ
の
中
位
及
び
下
位
の
生
產
者
こ
そ
當
時 

の
農
村H

業
の
S

い
手
2

っ
た
。
士
ハ
世
紀
に
は
こ
の
內
中
位
の
生
產
者 

が
か
な
り
の
部
分
を
占
め
て
い
た
。

十
五
，
六
世
紀
：は̂M

本
の
活
躍
が
始
ま
っ
た
時
代
で
あ
り
、
競
爭
の
中 

で
織
工
か
ら
®

本
に
上
昇
轉
化
す
る
も
の
も
い
た
。
>
c
.
し

て

こ

の

中

で

前 

貸
制
度
は
體
制
を
整
備
し

V

い
く
。
だ
'か
ら
最
初
は
仲
介
商
人
的
な
も
の
は
少 

.く

、

む
し
ぢ
大
小
の
商
人
が
賈
故
、
.
：原
料
.の
^

i

等
で
直
接
生
產
者
と
結
び
っ

い

て(

f

e
。：.十
，七
世
紀
後
半
に
小
マ
ニ
 

4
フ
T
ク
チ
ュ
ァ
資
本
家
で
商
人
を
か

イ
ッ
農
民
戰
爭
の
歷
史
的
意
m

£

I

(

ニ
ニ 
三)



'

三

由

學

會

雜

參

，
：
■

.第
'五
：オ
卷
兮
S

ー
號
’
.
，

.
' 

'

.

.

. 

.

• 

.

.

.

 

‘

ね
る
農
村
也
讓
が
：ツ
ル̂
ア
■/
■

.ハ
、
パ•
丨

：
ゼ

ル

、
ジ

，
ぞ
ト

ラ

ネ

ブ

ル

グ

で

へ

の

生

： 

產
物
の
販
寶
を
引
き
請
け
て.い
る
しr

#
裕
な
.る
職
エ
で
附
抵
の«
エ
.の
生
牽
，

.

(

註
07
ン

物

の

腋
賣
を
|

請
け
て
い
る
例
は
他
に
も
み
ら
れ
る
。

1
方
^

*

本

は

農

：

村
の
安
い
g

力
に
.よ
る
大
量
生
產
に
_

し
て
'初

'
め

て

必

要

な

商

品

量

を

確
 

f£
10
8

> 

1

.

.保
出
來
た
。.だ
か
ら
十
五
*,
六
世
紀
の
都
惠
エ
の
農
村
職
エ
へ
の
激
じ
い
敵
. 

對
.

C

そ
：れ
は
き
わ
め.て
中
世
的
な
共
同
體
的
倫
理
に
も
と
づ
い
て
い
た

)

，
に
對 

.し
、i

i
i
w

本
は
農
村
工
業
の
自
由
を
確
保
す
る
側
に
ま
わ
つ
た
こ
と
は
當
然

嘉

) 

..

の
こ
と
で
あ
る
。し
か

し

こ
れ
ら
の
生
產
物
の
市
場
が
遠
隔
地
を
主
と
し
て
お 

り
、
そ

の

上

パ

ル
ケ
ン
ト
の
樣
に
原
料
の
獨
占
供
給
が
可
能
で
お
り
、
.大
量
の 

商

品

を

動

か

す

大

資

本

を

持

.つW
i

i
本
は
農
村
の
職
工
に
對
し
て
優
位
を
保 

つ
'た
。
：
だ
か
ら
農
村
企
業
家
も
大
商
人
の
仲
介
商
人
と
し
て
の
地
位
に
■お
ち
つ

き
、

こ
こ
に
前
箭
度
が
完
成
さ
れ
る
わ
け
で
あ
1̂
。
前
貸
制
度
は
中
世
的
な
：
 

生
產
體
制
で
は
な
い
。
，
そ
れ
は®

1C

本
家
か
ら
仲
f
的
農
村
企
業
家
、
さ
ら 

に
中
位
の
小
生
產
者
と
し
て
の
小
規
模
農
民
、
貧
農
、
小
屋
住
み
と
い
づ
た

「

系

列
の
生
產
體
系
で
あ
る
。

本
家
が
事
實
上
の
產
i

本
家
で
.あ
る
と
す

れ
ば
、
農
村
企
業
家
は
小
マ
二
ュ
罾
ポ
家
で.あ
る
點
で
は
■
罾
な
で
の

產
，

變

本

家

で

あ

る

が

、
彼

も

前

霸

を

行

ぅ

こ

と
.に
よ
，り
^

！
^
本
家
と

同
じ

機
能
を
も
も
つ
て
い
る
。.更
に
中
位
以
下
の
も
の
は
自
立
性
を
も
ち
つ
'つ
も
商

本
家
、
農
村
企
業
家-に
獨
し
前
貸
で■つ
な
が
る
限
り•
で

事

實

上

，の

賃

^

^

者
と
し
.て
存
在
す
る
？
農
村
の.マ
一
一
そ
に
傭
わ
れ
る®:
農
、
小
屋
住
み
は
嚴
密

な
賃

1

者
に
よ
り
近
い
。

こ
の
よ.ぅ

.に
こ
の
坐

產

體系
は
、
.簡
m
化
し
え
な

い
も
の
で
あ
り
、
完
全
に
舊
い
關
係
を
分
解
さ
せ
ず
、
徹
底
し
た
新
し
い
變
薄

.

に
も
進
ま
な
い
。
勿
論
そ
の
中
で
農
村
®

者
を
析
出
す
る
が
へ
零
細
化
さ
れ

§

允
土
地
所
有
者
か
ら
土
地
を
決
定
的
に
分
離
は
し
な
い
。

こ
の
よ
う
な
漸
次
的

. 

' 

.. 

七

六

(
！1

二
四)

.
1
.の
中
で
.利
潤
を
最
大
：に
あ
げ
た
の
は
い
ぅ
ま
で
■も
な
く

 

本
家
で
あ 

っ
だ
。
し
か
1;
ま
た
こ
，れ
ら
農
村
.エ
業
ぼ
農
村
に
も
新
し
い
收
入
の
源
泉
を
も 

た
.ら
し
た
し
、

\

十
六
世
紀
に

ば

す

で

に

一
、部
に
は
農
村
企
業
家
を
も
ぅ
み
だ
し 

て
い
る
。
か
く
し
，て
こ
の
地
帶
の
農
民
の
要
求
に
產
業
？
商
業
の
自
由
が
ふ
く

ま

れ

て

い

る

ど

ど

の̂

^

が

蓝

し

く

理

解

で̂

^

。

：
.

.

.
■ 
.

■' 

•

.:へ-

.■:

.. 

'■.
.
 

.

.
:

践
?')

ゥ
十
丨
パ
.丨「

前
掲
！

IEJ, 

|
’
ニ 

0
頁
，
.
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-
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Kelter, a. 

p
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o
.
r
w
w
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3
2
I
S
3

>*
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s
t
e
m
e
t̂
oq
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a
’
o
v

 

s
s
，
311 

丨

314; 

T

v'-
M
a
y
e
r
,

 D
，
W
V
M
.
,

 s
，

6
0
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B
e
l
o
w
,

 Fro- 

b
l
e
m
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:
i
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 s* 39

•
農
杖
に
市
場
が
成
立
'し
、
さ
ら
に
そ
れ
が
都
市
と 

■な
っ
て
行
く
過
程
に
っ
い
て
は
宮
下
孝
吉「

ョ
ー
ロ
ッ
パ
に
本
け
る
都
市 

:

の
成
立」

の
.第
三
.章
.

「

ラ
ー
ド
ル
フ
ッH

ル
の
市
場
と
都
市」

參
照
。

.

c
c
o
>
“ ；B
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a
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p
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s
s
v
2
1
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K
a
r
l

 

Bg:
h
e
r
, Di

e

 

E
n
t
s
t
e
h
u
n

oq
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®
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6) 

T. Jyfayer" D
.

 W
.
M
.
,

 ss. 99

丨 107; Kelter, a. a. 

p
 

-.s
s
，
2
9
1
3
3
,

勿
論
嚴
密
な
.意
味
で
こ
の
'閉
.鎖
的
な
都
市
經
濟
の
安
配
を

考
え
る
こ
と
は
.で
き
な
い
0:
し
か
し
こ
の
段
階
で
は
農
民
の
剩
餘
生
產
物 

の
販
賣
市
場
は
都
市
に
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
大
中
小
の
都
市
は
程
度
の 

'差
は
あ
れ
、
中
世
的
な
規
制
を
も
っ
て
と
、れ
に
の
ぞ
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ 

の
.點
で
ヶ
ル
，
タ
ー
が農
村
市
場
が
都
市
の
確
立
と
グ
ル
'/
ト
へ
ル
の
農
民 

.
へ
の
攻
擊
に
よ
.っ
て
そ
の
成
長
を
は
ば
ま
れ
た

と
い
っ
て
い
る
こ
と
は
與 

味
深
い
？

ま
た
米
川
伸
一
氏
の
.か
か
れ
た『

中
世
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る

「

農
村
市
場J

 

'の
成
立』

に
ょ
れ
ば
.イ
ギ
リ
ス
に
お
•い
て
は
特
權
都
市
に
. 

對
し
、
十
三
世
紀
•か
ら
貨
幣
地
代
の
擴
大
と
共
に
廣
範
な
農
村
市
場
の
成 

立
が
み
ら
れ
、
さ
ら
に
十
五
世
紀
に
は
そ
れ
ら
特
權
都
市
の
凋
落
、
農
村 

市
場
か
ち
新
し
い
市
場
町
の
‘出
砠
が
起
る
と
い
ラ

(

社
會
經
濟
史
學
一
一十 

一
ー
卷
三
.號〕

。

こ
：の
都
市
と
農
村
の
.關
係
灯
ド
イ
ツ
と
イ
ギ
リ
ス
で
の
歷 

'史
的
な
發
展
の
：違
い
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
ふ
れ
得
な
い
が
、
 

領
主
と
農
民
の
生
產
關
係
に
お
け
る
相
違
と
共
に
：

一

つ
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
. 

る
主
權
.の
.擴
大
强
化
と
ド
イ
ツ
に
お
け
る
主
權
の
弱
體
化
、
領
邦
君
主
.の 

■分
權
體
制
の
強
化
と
い
ぅ
政
治
的
事
情
も
考
慮
す
る
必
要
が
ぁ
冬
こ
と
だ 

け
を
指
摘
し
て
.5
3
こ
ぅ
。
こ
れ
に
つ
い
て
はF

r
i
t
N

w
d
r
i
oq
, Ur
s
a
c
h
e
n
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A
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h
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